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明治以降にできた「耕地」の字が目立った川崎市の溝口付近。
乾や巽は方角を示す。1:25,000「溝口」昭和45年修正

地租改正後に整理統合された字には道を名乗るものが 
目立つ地域も。1:25,000「吉祥寺」昭和41年改測

第37回　非歴史的な小字

明治22年（1889）、町村制の施行によって
幕藩体制以来の村は「大字」となった。その下
の地名階層は字であるが、大字と区別するた
めに小字と呼ばれることも多い。ひとつの大
字に所属する字の数は地域によって大幅に異
なる。中にはわずか数個しかない場合から、
多いものでは数百に及ぶものまでさまざま
だ。しかし字の細かさは人口密度に比例する
というわけでもなく、無人の耕地が続くエリ
アの中が細分化されていることもあれば、逆
に人口が多いのにひとつの字が広域であった
りもする。
全国各地に存在するこれら膨大な数の字

は、市制施行に伴う新たな町の設定や町名地
番の変更などにより完全に廃止されたものも
都市部を中心に多いが、それでも全国にはま
だまだ多くの字が残っている。ただしよく観
察してみると、何百年と続いてきた歴史的地

名がある一方で、明治の地租改正の際に整理
統合されたものも非常に多い。字一号、字二
号、字三号などの数字化されたものや、甲乙
丙やイロハで命名される場合が各地に多く存
在することは連載の第6回で述べたが、今回
はそれほど大胆に「記号化」されてはいないも
のの、地租改正時の整理統合で誕生したもの
の中から、全国で比較的多く用いられている
種類の字に注目してみた。
まず目立つのが道路名にちなむ字である。
たとえば東京都東久留米市がまだ北多摩郡久
留米町であった頃の大字前沢には11の字が
存在したが、そのうち5つは府中道西・滝山
道・布

ふ

田
だ

道西・大道西・久米川道南と、道路
名に関係するものであった（左図参照）。大字
柳窪新田に至っては字の全部が道の関連（東
京道北・東京道南・村山通道南・村山通道北・
市海道）であった。これらはいずれも地番を振

一般財団法人日本地図センター客員研究員　　今尾　恵介



る都合上、主要な道路に沿って土地を縦横に
切り分けてその区画を便宜的に命名した印象
であるが、以前はおそらくもっと詳細な地名
があったに違いない。しかし旧来の字名のど
れを保存して、どれを捨てるかを調整するよ
り、「道のどちら側であるか」でバッサリ切っ
てしまった方が後腐れがない、という理由な
のかもしれない。いずれにせよ「東京道」とい
う道の存在が、地租改正以後の命名であるこ
とを如実に物語っている。
いずれにせよ、ここで字に採用された道の

名前はしばしば現在の呼称と異なるため、明
治初期の道の復元作業をするには大きなヒン
トとなる。前述の大字前原の「滝山道」も、か
つて北条氏の居城であった現八王子市の滝山
城（直線距離で17キロ）へ向かう道にちなん
で名付けられたものだ。その小字に昭和43年
（1968）にできた団地は「滝山団地」と名付け
られ、同45年には正式に滝山一丁目～七丁目
という町名が誕生している。滝山道は滝山へ
向かう道であり滝山そのものではないのだ
が、まるで地名が引っ越したかのような形と
なった。ついでながら川崎市中原区も中原街
道（平塚市の中原へ向かう道）に由来する旧中
原町がルーツだ。
もうひとつ多いのは「耕地」という字名であ

る。東京都足立区の旧西新井村はすべての字
の末尾に「耕地」が付いており、たとえば大字
興
おき

野
の

は沼耕地・沼向耕地・栗原前耕地・細田
耕地・薬師後耕地・村後耕地・西耕地・村内
耕地・東耕地となっていた。江戸時代にも「耕
地」のついた字の分布している地方はあるが、
爆発的に増えたのが明治の地租改正の時であ
る。川崎市多摩区の大字登戸に甲耕地・乙耕
地・丙耕地・丁耕地～癸耕地まで十干が全部

揃っていたのも、いかにも地租改正関連の小
字らしい。
民俗学者の柳田國男は『地名の研究』（昭和
11年）で地租改正以来の字を取り上げ、新規
に名付けた理由を「往々にして家々の呼ぶと
ころが一致せず、訴訟紛

ふん

紜
うん

の種となりやすい
ために地租改正を機として区劃を整理しかつ
断然新たな地名と取り換えたのであろうと思
う」と推察、中でも意表を突いた命名の具体例
を紹介している。
その「頓狂な」事例として挙げられた福井県
三方郡八

や

村
むら

（現三方上中郡若狭町）の大字気
き

山
やま

の字が印象的だ。若狭の三方五湖の近くのエ
リアであるが、玉切

きりょう

追・尾切追・山切追・自
切追・湖切追・移切追・景切追・色切追・誠
切追・善切追というもので、頭文字をつなげ
ると「玉尾山より湖に移り景色誠に善し」とな
るのだそうである。同様に兵庫県有馬郡藍村
大字下相野（現三田市）の小字は文明田・開化
田・敬田・神田・愛田・国田すなわち「文明開
化敬神愛国」という。
甲乙丙などよりずっと込み入った命名法だ
が、なんだか開いた口がふさがらない。地名
に対する敬意が感じられない雰囲気である
が、たとえばしばしば名主をつとめる旧家で
はこの土地をAと呼び、それに昔から対抗し
てきた別の旧家は同じ土地をBと呼ぶという
ことになると、明治の地租改正を前にすぐに
でも小字名と地番を決定しなければならない
係官としては、きっと調整に頭を悩ましたこ
とであろう。同情すべきかもしれないけれど、
江戸期まで脈々と受け継がれてきたであろう
地名はもはや知る人もなく、二度と戻ってこ
ないことを考えると、返す返すも惜しいこと
をしてしまったものである。

今尾恵介（いまお・けいすけ）
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事務所運営に必要な知識
―時代にあった資格者であるために―

第32回　 道路内民有地に関する座談会①

事務所運営に必要な知識
―時代にあった資格者であるために―

私たち土地家屋調査士の日常業務において直面することがあり、また、昨今、話題となることが
ある「道路内民有地」について、私たち土地家屋調査士がどのように関わり、対処していくことが望
ましいかを考えていかなければならないと感じております。そこで、本誌でも取り上げるべき題材
として、昨年から「道路内民有地」をテーマに、日本土地家屋調査士会連合会（以下「日調連」という。）
研究所の寶金敏明研究員（弁護士・中央大学法科大学院客員教授）、同じく曽根芳文前研究員（東京会）、
日調連の岡田潤一郎副会長（愛媛会）の三人で座談会を開催しておりますので、その模様を今後数号
にわたり掲載していきたいと思います。つきましては、皆様にその内容をより深く理解していただ
くために、今号では曽根前研究員が平成26年7月19日に開催された地籍問題研究会第10回定例研
究会にて発表した「道路内民有地」についての概略を掲載いたします。

第32回　	道路内民有地に関する座談会①

道路内民有地とは

供用が開始されている公共道路内に「登記上民有
名義」の土地が残存していて、道路敷の一部または
全部が私人の名義のままになっているもので、「敷
地民有道路（敷民）」、「登記上民有地」などと呼ばれ
ているものである。現に供用が開始された道路で
あっても、権原を有する確固たる証拠が無いなどの
特徴を持つ。
実態的な使用権原の有無は、個々の事案により判
断することとなるが、時代の古いものの多くは、寄
附なのか、売買なのか、無償使用なのか、書面が無
いので判らないケースがほとんどであり、実体的に
所有権移転が為されている場合であっても登記手続
が出来ないでいる。

道路内民有地の種類

道路内民有地には事案により様々な形態がある
が、大別すると以下の通りである。
1．過去の道路開設や拡幅時に起因するもの
2．道路付替時に未登記であったもの
3．セットバック部分が未分筆のもの 各種類の発生原因

1 ．過去の道路開設や拡幅時に起因するもの
1）旧道路法以前に、寄付や買収をしたが未登記

拡幅の場合

取替えの場合



4 土地家屋調査士　2015.4月号　No.699

で、権原を証する書面等が不存在
2）無償使用等で借り受けたが、権原を証する書面
等が不存在

3）権原をそもそも取得していない
→買収拒否、相続発生でうやむやに…etc

昭和27年に新道路法が施行される以前の旧道路
法では、道路は全て国の営造物とされていたが、こ
れを新道路法施行法第5条第1項により、地方自治
体に無償で貸し付けられたものと「見做す」こととさ
れたもので、それ以前の道路については、国から地
方自治体にそのまま引き継がれており、そもそも使
用権原の有無等の実態把握が出来ないケースが多い
のが特徴である。
また明治近代化以降、戦後になっても国内の多く
の地域の道路事情は劣悪であり、それらを改善する
ため、地元から「土地は寄附するから道路を新設し
て欲しい」旨の嘆願書等が提出されることも多かっ
たようで、先ず急ぎ道路をつくることが目的であっ
たため、完成後も寄附に基づく所有権移転登記が未
済のままになって現在に至る。

（参考）　道路法施行法　（抄）
（昭和二十七年六月十日法律第百八十一号）
最終改正：平成二五年一一月二二日法律第七六号
第五条　新法施行の際、現に旧法の規定による府県
道、市道又は町村道の用に供されている国有に属す
る土地で、新法の規定により都道府県道又は市町村
道（第三条の規定により路線を認定されたものとみ
なされるものを含む。）の用に供されるものは、国有

財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第二十二条の
規定にかかわらず、新法施行の際、当該都道府県道
又は市町村道の存する都道府県（新法第七条第三項
に規定する指定市の区域内の都道府県道について
は、指定市。以下本条中同じ。）又は市町村（新法第
八条第三項の規定により路線を認定された市町村道
については、これらの管理者である市町村）にそれ
ぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。

2 ．道路付替時に未登記であったもの
1）道路管理者との間で合意し、付替工事は完了し
たものの、未登記である。
2）勝手に無断付替をして、管理者も把握していな
い。
※　	この付け替えについては、往々にして個人
的な施工によって生じ、影響も当事者に限
るケースが多い。

3 ．セットバック部分が未分筆のもの
1）2項道路（公道）のセットバック部分につき、分
筆・所有権移転登記をせず「無償使用承諾書」を
使用権原として借り受けている。
2）隅切り後退部分につき、自主管理に委ねる場
合、分筆・移転手続をしない。

これらは多くの地方自治体で現在も行われている
ものであり、新たな道路内民有地を作り出している
という実態がある。

寶金敏明研究員岡田副会長
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道路内民有地が引起す諸問題�
－過去の道路開設や拡幅時に起因するもの－

道路管理者の立場

道路管理者の立場からすると、「供用開始以降は、
民有地といっても道路法4条（私権の制限）がかかる
ので、背信的悪意者にも対抗でき、管理上支障は
ない」という考え方がある（昭和44年最高裁判決他、
判例百選57番掲載）。
しかしこれらを放置した結果、
①道路改修時に問題が生じることとなる。
②民間の不動産取引上支障を来たしている。
などの問題が生じることとなっている。

（参考）
最高裁（第一小法廷）昭和44年12月04日判決
道路法に定める道路を開設するためには、原則とし
て、まず路線の指定または認定があり、道路管理者
において道路の区域を決定し、その敷地等の上に所
有権その他の権原を取得し、必要な工事を行なつて
道路としての形体をととのえ、さらに、その供用を
開始する手続に及ぶことを必要とするものであつ
て、他人の土地について何らの権原を取得すること
なく供用を開始することが許されないことはもちろ
んであるが、上記の手続を経て当初適法に供用開始
行為がなされ、道路として使用が開始された以上、
当該道路敷地については公物たる道路の構成部分と
して道路法所定（道路法四条、旧道路法六条）の制限

が加えられることとなる。そして、その制限は、当
該道路敷地が公の用に供せられた結果発生するもの
であつて、道路敷地使用の権原に基づくものではな
いから、その後に至つて、道路管理者が対抗要件を
欠くため右道路敷地の使用権原をもつて後に右敷地
の所有権を取得した第三者に対抗しえないこととな
つても、当該道路の廃止がなされないかぎり敷地所
有権に加えられた右制限は消滅するものではない。
したがつて、その後に当該敷地の所有権を取得した
右の第三者は、上記の制限の加わつた状態における
土地所有権を取得するにすぎないものと解すべきで
あり、道路管理者に対し、当該道路敷地たる土地に
ついてその使用収益権の行使が妨げられていること
を理由として、損害賠償を求めることはできないも
のといわなければならない。
東京地判昭42．10．21（判タ215－170）
「道路法第4条に規定する私権の制限は，道路設
置者の取得すべき権原そのものに根拠があるのでは
なく，右制限は，供用開始による公法関係に基づい
て設定された特殊の絶対的な規制である」。

しかし、これらの前提条件となる「正当な権原の
取得」自体が不明瞭になっているのであれば、この
部分を明確にするため、「寄附」等により所有権を移
転し、正権原を取得して行くのが本来のあり方であ
る。しかもこれらを放置した結果、以下に示すよう
な諸問題が発生することとなっている。

1 ．道路管理者としての問題点
1）登記名義人から買取請求がある場合、対応に苦
慮することとなる。
→道路再整備等が絡んでいる場合に、請求人が
一方では道路改修事業の協力者でもある場合
もある。

2）廃道、換地、付替等の区域変更時に、登記名義
人に承諾を得る必要性が生じた場合に、古い登
記であれば数次相続が発生して、所有者の特定
が非常に困難である。
3）登記名義人と、管理者や近隣との間で敷地の立
入り、利用についてトラブルが発生する場合が
ある。
そしてこれらの問題は、時間の経過と共に複雑化

曽根芳文前研究員
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するおそれがある。

2 ．民間の不動産取引上の問題
1）民有地なので道路管理者との境界確定が出来
ない、数次相続の場合、民有地間の境界確認も
困難となる。

2）前面が道路内民有地の場合、水道、ガスの宅地
内への引込掘削時等に道路使用料請求のトラブ
ルが発生する可能性がある。
→工事に際して管理者からも登記名義人からの
承諾書添付を求められるケースがある。

上記のような場合、担保物権としての問題から、
金融機関の融資に影響する可能性もある。また、民
民境界が確認出来ない場合、仮に道路区域と民民界
がずれて、宅地内に入り込む可能性がある場合、「未
接道問題」が生じてくる。

※　	行政担当によっては、道路区域には接している
と安易に判断するケースが往々にしてあるが、
そもそも道路区域とは、民民界に関係なく「公
法上の絶対位置」として存在する一方、接道要

件は民民界の位置関係次第であるので、単に外
形的な面だけに注視し「接道している」と判断す
ること自体が、道路管理界と所有権界を「混同
している」ことに他ならない。

3 ．その他の諸問題
1）14条地図整備や地籍調査の実施に悪影響を及
ぼし、基盤地図整備に支障を来す。
2）処理しておかないと、大規模災害に遭遇した
際、道路新設、付替え等、復興事業に重大な支
障を来す。
→大災害は、同時に大量の事業が発生するので、
各所で処理困難な問題があれば復興計画に狂
いが生じる。

以上のように、「道路内民有地」について問題点が
多々あることがおわかりいただけたことと思いま
す。次号以降からはこれらの問題点等について、私
たち土地家屋調査士がどのように関わり、あるいは
対処することが望ましいかを掲載していく予定です
のでご期待ください。
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日本土地家屋調査士会連合会（以下「連合会」
という。）では、連合会周辺地域で災害が発生し、
連合会及び連合会周辺に地震対策本部の設置が
困難な場合のバックアップ本部設置に関して、
平成27年1月27日に埼玉土地家屋調査士会（以
下「埼玉会」という。）及び京都土地家屋調査士会
（以下「京都会」という。）との間でバックアップ
本部に関する基本協定を締結しました。
締結当日は、連合会からは林会長、加賀谷副

会長をはじめとした総務担当役員、埼玉会から
は佐藤会長、高栁副会長、武内総務部長、京都会からは信吉会長、末永総務部長といった方が
参加され、連合会担当者からの「連合会バックアップ本部設置に関する基本協定」についての説
明、質疑応答がされた後、「バックアップ本部に関する基本協定書」の調印式が執り行われ、各
会長が協定書に署名押印し、無事に調印式が終了しました。
今回の調印式は無事に終了しましたが、出席した方々からのお話にもあったのですが、この

協定が執行されることのないよう、今後、災害が起こることのないことを祈るばかりです。

首都直下地震危機管理対策の一歩
連合会バックアップ本部に関する基本協定書の調印式

首都直下地震危機管理対策の一歩
連合会バックアップ本部に関する基本協定書の調印式

セコムトラストシステムズ株式会社において設置している「土地家屋調査士電子証明書
ヘルプデスク」は、本年4月30日（木）をもって終了いたします。
今後は、オンライン登記申請に必要なパソコンの環境設定や申請に関する疑問点及び不

明点等は、各ブロック協議会オンライン登記申請促進組織構成員にお尋ねいただきますよ
うお願いいたします。同構成員の連絡先が不明なときは、所属の土地家屋調査士会へお問
合せください。
なお、連合会ホームページ（土地家屋調査士電子証明書セコムパスポート	for	G-ID）に、

「よくあるご質問」を掲載しておりますので、併せてご覧ください。

土地家屋調査士電子証明書ヘルプデスクの終了について

土地家屋調査士電子証明書ヘルプデスクの終了について
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はじめに

平成27年3月2日「土地家屋調査士　会員必携（第
3版）」が公開されました。
この会員必携、そのルーツは、これまでたくさん
の先輩方の知識と経験、知恵と後輩たちへの「思い」
を積み上げ、そして作り込んできた「新人研修テキ
スト」にあります。
その「新人研修テキスト」ですが、これは平成8年
度から日本土地家屋調査士会連合会事業方針大綱
に掲げられた「研修体系の確立」を基本に平成10年9
月「土地家屋調査士研修制度基本要綱」「土地家屋調
査士新人研修実施要領」が制定され、平成11年7月
「土地家屋調査士　新人研修テキスト」として発刊さ
れたものです。基本的な生い立ちは新人研修の教材
ということでしたが、日々研鑽の資として有効に活
用して欲しいという願いが込められたものでありま
した。その背景には、私たち土地家屋調査士の仕事
と有用性が国民に認知され、絶対的な信頼を得ると
いう目標があり、そのためには迅速で正確な業務処
理、付加価値のある法的サービスを提供することが
必要とされ、全国統一的な研修体系による会員の資
質向上、絶え間のない研鑽が求められるようになっ
たということがあります。
新人研修テキストは、会員心得、法令、筆界確認
の実務、不動産の表示の登記に関する主要先例、調
査・測量実施要領、報酬、事務所運営、事故例など
がまとめられた冊子として発刊されました。この新
人研修テキストが大変よく出来ていると評価された
ことから、新人に限らず土地家屋調査士全員が共有
すべき基本書として深化させたものが、平成18年1
月に公開された「土地家屋調査士　会員必携（土地家
屋調査士基本書）」です。その後改訂された平成23
年3月の第2版を経て、このたび第3版の公開とな
りました。

改訂の必要性

平成23年3月版が公開されてから2年が経過した
平成25年7月、平成25年度第1回研修部会におい

「土地家屋調査士	会員必携」改訂～第3版の公開
にあたって～

て「会員必携」を見直すことが協議されました。この
とき「会員必携」の中の記述内容に不備等があれば、
それを正して全面改訂も見据えて検討するという方
向性が確認されました。
「会員必携」は、前述の「新人研修テキスト」の流れ
をくみながら構成されているため、今となっては出
典の不明な箇所が散見され、表記の一部にご指摘も
頂いていたことから、全会員の傍らに備えられるべ
き基本書としての位置付けを考えると、もう一度徹
底的に出典を洗い直し、より確実なものとして仕立
て直す必要性がありました。

会員必携見直しWG（H26度）の誕生

平成25年8月に開催された第2回研修部会におい
て、次年度（平成26年度）の研修部事業として予算
措置を行い、委員会的なものを組成して継続的に検
討していくことが決まりました。その後の第4回研
修部会にて、メンバーを5名とすることが検討され、
第5回研修部会にて「ワーキンググループ（WG）」と
して立ち上げることが決まり、平成26年1月に開
催された第6回研修部会にて、WGの座長は研修部
理事の弊職が担当すること、副座長ほか3名のメン
バーについての適任者を検討しました。
そして平成26年5月15日、16日に第1回会員必
携見直しWG会議が開催されました。WGメンバー
は、座長：土井將照　研修部理事（福島会）、副座長：
服部道明会員（函館会）、委員：井上吉幸　財務部次
長（徳島会）、柳澤尚幸会員（群馬会）、杉山浩志会員
（山口会）の5名です。
この日は第1回会議ということで、WGメンバー
と研修部担当の菅原唯夫副会長、戸倉茂雄研修部長、
佐原法人研修部次長と事務局職員によるWGとして
の初顔合わせ、挨拶と自己紹介が行われ、発刊に向
けた第一歩を踏み出しました。
この時の私ですが、これまでWGのような組織で
の活動は経験が無く、また、WGメンバーも各単位
会で主導的な役割を担っておいでの方々ばかり。い
つしか極度の緊張状態にあるのを自覚しつつ、座長
を拝命したものの何をどのように話していったら良

研修部理事　　土井　將照

「土地家屋調査士 会員必携」改訂～第3版の公開にあたって～
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いのか、そもそも自分は何をどうしたいのか、ただ
ただ混乱の中にありました。こんな様子に菅原副会
長がお気付きになり、「土井くん、誰も取って食お
うって訳じゃないんだから、気楽にいこうや～」と
声を掛けて下さいました。正直、とてもホッとした
ことを思い出します。この時の様子、あとで聞いた
ところ他のWGメンバーも「おいおい！これで大丈
夫か？」と心配になっていたようで、「いや～お恥ず
かしい限り」と言うしかありませんでした。

WGの活動

第1回会議では、改訂にあたっての基本方針を検
討しました。過去の経緯から出典不明箇所の洗い直
し、法改正への対応、全体的な表現の再検討を中心
に、新人研修用テキストとして活用してもらうため
だけではなく、全会員向けの「基本書」という位置付
けとして改訂することを確認しました。この会議は
全部で4回ですので、発刊までの全体スケジュール
を考えながら会議を進めていきました。まずはWG
全員で平成23年3月版会員必携を読み合わせ、時
間一杯まで検討箇所についての意見交換を行いまし
た。それぞれの担当範囲を決め、次回会議までに各
自で検討修正してくることにしました。そして、表
現に統一感を持たせるため、文章記号は公用文の書
き方の用例に倣うことにしました。また、表現が硬
くならないように、そして「上から目線」と感じられ
るような表現を排除することにしました。そのため
には表現を言い換えるなどして、できる限り優しい
表現になるよう検討を重ねました。
WGの活動は会議の時だけではありません。各自
の事務所あるいは自宅でも作業です。第2版を必死
になって読み込み、見直し部分や再調査部分を追求
します。その間は電子メールとインターネット共有
フォルダを利用しての情報交換です。つくづく便利
な世の中だと感じた次第です。本改訂にあたっては、
WGメンバーだけでなく事務局にも様々な過去の通
達、資料、図書の入手などに奔走していただきまし
た。こうやって少しずつバックデータが揃っていっ
たように思います。
バックデータといえば国立国会図書館での調査を
思い出します。日本で出版された本は全て揃えてあ

るという、巷で噂の国会図書館ですが、私、今回の
WGのおかげで生まれて初めて訪れました。服部副
座長の先導で、おそるおそる、しかしながらワクワ
クしながらの初入館。その大きさに圧倒され、本の
検索システムに驚き、大勢の人が利用していること
に目を見張りました。地図のフロアもあり、編集さ
れた本ではありますが、戦国時代や江戸時代の絵地
図、外国人が作成した日本の地図などがあり、やは
り職業でしょうか、どうしても時間が足りなくなっ
てしまいます。利用者登録をすると、インターネッ
トを介して、自分のパソコンからも本の検索が出来
るので、これまた便利な仕組みだと思いました。な
お、国会図書館といえども、日本で出版された全て
の本を収蔵しているわけではないとのこと、噂は噂
でした。出典については、このようにいろいろな手
段を活用して、できる限りのところまで調査を行い
ました。
7月30日、31日の第2回会議では、前回読み合わ
せが出来なかったところから担当箇所を報告、意見
交換、検討を行いました。このときから、より具体
的な改訂版のイメージを持つようになり、基本方針
は「本編」と「資料編」の2部構成として、一気に読み
切れるような「読み物」としての性格付けとすること
が確認されました。そのため、会議の中では本編に
入れるか資料編に入れるか、それぞれの部分につい
て意見交換を行いました。また、「一気に読める」と
いうコンセプトにより、目に優しく、疲れにくい紙
面作りを心掛けました。挿絵や写真、資料画像を多
く取り入れているのはそのことによります。
さて、いろいろと作業を進めていきますと、この
WGはひとつのチームなのだという意識が強くなっ
てきます。メンバーそれぞれの個性が、絶妙なバラ
ンスと味を醸して会議が進んでいくことに気付くよ
うになりました。この素敵なメンバーに囲まれた私
の役割は、目指すべき方向の確認と交通整理の2点
だったように思います。能力の高いメンバーに恵ま
れると、チームとしての活動がとてもやり易いもの
になるということを実感しました。
第3回会議は9月2日、3日に開催され「ほぼ完成版」
を目指しました。この時の会議で、会員必携のバッ
クデータとしても利用している「先例・判例・質疑
応答要旨集」（日調連が調査士制度60周年を記念し
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て発行した冊子）の収録内容が平成18年までのもの
だったことから、それ以降の事例を集めることにし
ました。
この会議の後、それぞれの修正原稿データを結合
させて「評価版」を作成しました。これは日調連の各
部にチェックして貰うためのもので、全体の文脈や
表現、勘違いなどが無いかどうかを確認してもらう
ためのものです。各部でチェックを担当された皆さ
まには、通常の会務で時間がとれない中、飛び入り
の仕事をお願いしたにもかかわらず、丁寧にチェッ
クをしてくださいましたことに、ただただ頭が下が
る思いでありました。改訂作業に携わっていると見
えない部分がありますので、本当に有難いフォロー
でした。特に思い起こすのが、境界が不分明な場合
の対処としてのドイツ民法第920条の記述です。旧
版での表現ではニュアンスが違うということから、
翻訳版を探したのですが、これがなかなか見つから
ず苦労しました。しかしながら灯台下暗し（私の探
索能力不足とも言います？）、杉山委員がお持ちの
資料の中にこの行が記載されており、改訂版では裏
付けのあるものとすることが出来ました。
第4回会議は11月13日に最終回ということで開
催されました。細かい部分での表現や、誤字脱字の
確認を中心に製本された様子を想像（電子データで
の公開なので冊子にはなりません。）しながら、完成
を目指します。この段階では内容的には固まってい

ますので、本としての体裁に気を配りました。この
最後の会議の後は懇談会です。成果が出来上がる喜
びと、チームの解散という寂しさが同居する、何と
も味わい深い懇談会でした。また機会があったら同
じようなイイ仕事をしたいものだと思いながら宿泊
先へ戻りました。

第3版公開！

第4回会議のあと、細かい体裁や写真の差替えを
行い、ついに原稿の完成です。
平成26年12月8日「土地家屋調査士発祥の地」碑
が松本市総合体育館正面に移設されたことから新し
い写真に差し替え、日調連が発信する「境界紛争ゼ
ロ宣言!!」を取り入れた最終稿が、平成27年2月17日、
18日に開催された第6回理事会において報告・承認
され、この第3版公開となりました。
「土地家屋調査士　会員必携（第3版）」が、新人会
員だけでなく中堅からベテラン会員にも読んで頂け
るような、土地家屋調査士の基本を示す水先案内人
となるような読み物として、皆さまのお役に立つも
のとなれば幸いに存じます。なお、本編を読み進め
ていきますと、資料NO.が付いているところがあり
ますが、これは資料編の索引となっていますので、
本編・資料編を併せてご活用いただきたくお願いい
たします。

※写真はイメージです。印刷する用紙の色によって変わります。

本　編 資料編
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〈趣旨〉

「築年数の経ったマンションが増加してきていま
す。耐震性が低いマンションや、老朽化が進んだマ
ンションで、住み手はこのまま住み続けられるのか、
いつまで住み続けられるのかと不安になっているの
ではないでしょうか？
こうした状況の中で、マンションの再生を取り巻
く環境に、あらたな法制度が整備されました。マン
ション建替え円滑化法の改正です。改正によりマン
ション再生はどのように変わるのでしょうか。こう
した動きもふまえ、住み手がマンションで安心して
居住し、再生に取り組むための方法、そして具体的
な事例をご紹介し、皆が一緒に考えるためのシンポ
ジウムを行うことにいたします。」

第1部　基調講演　
「�マンション再生施策と改正マンション建替え
円滑化法の課題」

①「�我が国のマンション再生施策　マンション建替
え円滑化法の改正」

国土交通省住宅局マンション政策室長
笠谷雅也氏

マンション再生シンポジウム
『改正マンション建替え円滑化法でどう変わる？マンション再生』

1 　マンションの現状
現在のマンションストック総数は約601万戸（平
成25年末時点）であり、そのうち、旧耐震基準に基
づき建設されたものは約106万戸となっている。②
築後40年超のマンションは現在44万戸であり、10
年後には3倍の140万戸、20年後には6倍の277万
戸となる見込み。③経年とともに、マンション居住
者の高齢化率や空き住戸、第三者に賃貸する住戸が
増加。④マンション建替えの実績は累計で196件、
約15,500戸（平成26年4月時点）に留まる。

2 　建替えの事例分析
平成25年4月現在のマンションの建替えの完了
件数183件のうち、①従前マンションの建設時期が
昭和30年代以前のものが約半数を占める。（耐震偽
装及び不明を除く。）②公的機関（公団・公社・同潤
会）が供給したものが、「件数」別で7割を占める。（不
明を除く。）

3 　建替えに係る現行の法令
（1）	区分所有法

区分所有法は民法の特別法として、マンション
を含む区分所有建築物の所有関係や、建物及びそ
の敷地の共同管理について規定。建替えの意思決
定方法についても規定。

（2）	マンション建替法の建替えと区分所有法の建替え
・マンション建替法では、マンション建替組合
の設立や権利変換手続による関係権利の変換を
規定。
・マンション建替法の建替え（権利変換）と区分所
有法の建替えのいずれかにより建替えを実施。

4 　H25耐震改修促進法の改正
（1）	建築物の耐震化の促進のための規制強化
（2）	建築物の耐震化の円滑な促進のための措置

マンション再生シンポジウム
『改正マンション建替え円滑化法でどう変わる？マンション再生』

2014年（平成26年）10月25日、明海大学において、一般社団法人日本マンション学会主催によるマンショ
ン再生シンポジウム『改正マンション建替え円滑化法でどう変わる？マンション再生』が行われました。
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（3）	区分所有建築物の耐震化に係る意思決定の円滑
化を図るため、耐震性が不足しているとして行
政庁に認定された建物については、区分所有者
の定数及び議決権の過半数の決議により、建物
の共用部分の大規模な耐震改修を行うことを可
能とする。（H25耐震改修促進法の改正）

5 　H25被災マンション法の改正
（1）	大規模な災害により重大な被害を受けた区分所

有建築物について、5分の4以上の多数により
売却を実現する決議制度（建物敷地売却決議）を
創設。（被災マンション法の改正（H25））

（2）	改正被災マンション法の概要
①大規模な災害により重大な被害を受けた区分所
有建物について5分の4以上の多数により取り
壊しや売却を実現する決議制度を創設

②大規模な災害により滅失した区分所有建物の敷
地について5分の4以上の多数により売却を実
現する決議制度を創設

6 　H26マンション建替法の改正（H26.6.25公布、
H26.12.24施工）

（1）	概要
南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の巨大地

震発生のおそれがある中、生命・身体の保護の観
点から、耐震性不足の老朽化マンションの建替え
等が喫緊の課題。
※平成26年度予算、税制改正において、マンショ
ン敷地売却に係る支援措置や弁護士・建築士等
の専門家による相談体制等の整備に係る措置を
創設

（2）	マンション敷地売却制度（今回創設）
①耐震性不足の認定
（マンション管理者等からの申請に基づき、耐
震性不足の客観的基準により特定行政斤が認定）
②買受計画の認定
（マンションの買受け・除去、代替住居の提供・
あっせんを内容とする買受計画を、買受人（デベ
ロッパー）が都道府県知事などに申請）
③マンション敷地売却決議
（区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分価
格の各4/5以上の多数で決議、売却の相手方、売

却代金、分配金の算定方法を決議）
④マンション敷地売却組合の設立認可
（決議合意者の3/4の同意で都道府県知事等に
認可申請）
⑤反対区分所有者への売渡し請求
（反対区分所有者から、組合が時価で買取り）
⑥分配金取得計画の決定・認可
（区分所有者は権利消滅期日までに組合から分
配金を取得。担保権付きの区分所有権に係る分配
金は、区分所有者に支払わずに供託し、担保権者
が物上代位できることとする。借家権者は期日ま
でに組合から補償金を取得。居住者は期日までに
マンションを明渡し）
⑦組合がマンションと敷地の権利を取得
（期日に個別の権利が組合に集約。担保権・借
家権は消滅）
⑧買受人にマンションと敷地を売却
⑨建物の除去（都道府県知事等の監督）
⑩買受人が新たにマンション等を建設

（3）	容積率の緩和特例の適用要件
①耐震性不足の認定を受けたマンションの建替え
により新たに建築されるマンションで、一定の
敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資
するものについて、特定行政庁の許可により、
容積率制限を緩和する。
②市街地環境の整備・改善に資するものであること。

7 　建替え、修繕等に係るマニユアル
マンションの建替えか修繕かを判断するためのマ
ニュアル（H15,1）
マンションの老朽度、区分所有者のニ－ズ等をふ
まえ、建替えと修繕等について費用対効果に基づき
比較検討する方法を解説
（1）	建替えの場合
①マンション建替え実務マニュアル（H17,11）
②マンション建替えの合意形成に関するマニュア
ル（H15,1）

（2）	修繕等の場合
①改修によるマンションの再生手法に関するマ
ニュアル（H16,6）
②マンション耐震化マニュアル（H19,6）

（3）	団地型マンション再生マニュアル（H22,7）
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団地型マンションの再生（建替え、改修）の円滑
な進め方を、単棟型マンションとの違いを中心に
解説

②「マンション再生の課題」
早稲田大学教授・日本マンション学会副会長

鎌野邦樹氏

1 　区分所有建物の維持・改良・建替え等に関す
る現行法制

（1）	区分所有法（区分所有建物/マンション）
①日常（経年）管理：保存、管理（改修）＝過半数決
議、変更（改良）＝3/4決議、建替え＝4/5決議（→
建替え事業：マンション建替え等円滑化法）

	 …180件程度
②災害：復旧（大規模一部滅失＝3/4決議、小規
模一部滅失＝過半数決議）、建替え（→建替え事
業：マンション建替え等円滑化法）

	 …100件程度
（2）	建築物耐震改修促進法2013年改正法

既存耐震不適格建築物（1981年以前の建築物で
現行の耐震基準を満たしていないもの）
①耐震診断努力義務
②「安全性適合建築物」認定申請と「要耐震改修」認
定申請

③要耐震改修認定建築物：耐震改修努力義務と所
管行政庁による指導・助言・指示等

④耐震改修が共用部分の変更（区分所有法17条1
項）に該当する場合でも、「集会の決議」で足り
る。（普通決議で足り、規約で別段の定めがあ
れば、それによる。）

⑤専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき

は、当該区分所有者の承諾が必要
（3）	被災マンション法2013年改正法
①全部滅失：再建＝4/5決議、敷地売却＝4/5決議
②大規模一部滅失：区分所有法による、復旧＝
3/4決議、建替え＝4/5決議
取壊し決議→再建＝4/5決議、敷地売却＝
4/5決議、建物取壊し敷地売却決議、建物敷地
売却決議＝4/5決議

（4）	マンション建替え等円滑化法2014年改正法
①「マンション建替え円滑化等法」から「マンショ
ン建替え等円滑化法」
②「危険・有害マンション」制度（実績なし）の廃止
と「建物敷地売却（＝解消）」制度の導入
③耐震診断→耐震性不足「要除却認定」マンション
④「敷地売却決議」（＝4/5決議、売却代金・分配
額の見込み）の前に、その前提として、買受人
による「買受計画」（敷地の最有効利用、代替住
居の提供等）の認定
⑤「危険居住を解消」（国交省）、新たに「マンショ
ン等を建設」（再入居又は住替え、マンション建
設につき容積率の緩和）

2　マンション再生の今後の課題
（1）	「経年マンション（＝耐震性不足）」については、

市場メカニズムにより、「一定程度」、「建替え
等」によりマンションの再生（居住の確保に配慮
された）が実現するものと思われ、その点は大
いに評価される。

（2）	ただ、買受人の出現、十分な分配金が前提であ
るので、その条件を満たさないと実現は困難と
なる。その意味でも、現実を直視してときには、
「耐震改修」が、よりいっそう強調されるべきで
あろう。

（3）	本法の大前提は、耐震診断であり、本制度が十
分に機能するためには、今後の立法的課題とし
て、耐震診断の義務化又は行政庁による直接的
「要除却認定」（「危険・有害マンション」制度の
部分的復活）が一方で検討され、他方では、私
法レベルでの「秩序ある管理についての区分所
有者の権利と義務」が検討される必要があろう。
また、ソフト面での地震保険の促進や義務化も
検討の対象となろう。
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（4）	現行耐震基準による1981年後に建設されたマ
ンションが将来、経年劣化した場合（耐震性不
足を伴わない「老朽化」）に本法の適用はなく、
それらについては、「解消」制度そのものの在り
方に関わる今後の大きな喫緊の課題である。

（5）	マンション建替え等円滑化法2014年改正法に
おいては、耐震性不足（建物の安全性）と高経年
とがほぼ符合しているが、「耐震性・安全性に
問題がない経年マンション」については、必ず
しも同一に議論されるべきではないであろう。

第2部　報告　�
「マンシヨン再生の取り組み事例」

マンション建替え取り組み事例1
新日鉄興和不動産株式会社

事例①　渋谷区Aマンション
・構造：RC造・SRC造
・階数：地上8階建て・地下1階
・用途：住宅・店舗（複合）
・敷地面積：約1,000 m2

・築年数：54年
・消化容積率約480%＜基準容積率約655%
・耐震診断は未実施
・建物の老朽化が激しい
・検討委員会を立ち上げ、勉強会を開催

【課題・ポイント】
（1）	借家人が約6割以上を占め、立退き交渉に時間

とコストが必要となる。
円滑化法改正に伴う可能性として、敷地売却制

度の補償金支払いによる借家権の解消を活用す
る。→権利者負担が軽減されることで、建て替え
の事業化の可能性がある。

（2）	借家人の立ち退き交渉
現状①　借家人の同意が必要であり、交渉に時

間を要する。
　　②　営業補償をするため補償金が高額となる。
円滑化法改正後
①　補償金を支払うことで、時間のロスを
無くす。

②　再開発に類似した補償金額算定となる
ことで権利者の費用負担を軽減できる。

事例②　品川区Bマンション
・構造：SRC造・RC造
・階数：地上8階建て・地下1階
・敷地面積：約550 m2

・築年数：46年
・消化容積率約570%＞基準容積率約330%
・特定緊急輸送道路の沿道建築物
・耐震診断実施済　耐震指標　ls値0.3を下回る
・既存不適格建物
・理事長は建替えを希望している

【課題・ポイント】
（1）	容積率オーバーにより既存建物よりも床面積が

縮小してしまう。
（2）	敷地境界きわに建物が建設されており、住戸へ

の影響がない耐震改修が難しい。

1 　現状耐震性不足の改善検討として、
①修繕→敷地境界一杯に建物が建設→住戸への影
響がない、耐震改修が難しい
②建替え→容積率オーバーをしている→建物規模
が縮小し、権利者住戸の床面積を確保すること
が難しい

2 　円滑化法改正に伴う可能性として、容積率の
緩和特例を活用する。

①権利者負担金の軽減による事業化の可能性がある。
②既存マンションに近い床面積が確保でき、権利
者の負担軽減ができる可能性がある。

3 　まとめ
改正円滑化法は新たな再生手法の一つと捉えており、
①耐震改修が難しく、余剰容積が少ない案件
②容積率がオーバーしている案件
③借家人対応が必要な案件
上記案件については、今後も改正円滑化法の活用
検討を行っていくつもりであります。
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マンション建替え取り組み事例2
鹿島建設株式会社

事例①　港区マンション（建替え検討中）について
・敷地面積：約2300 m2

・地権者数：約45世帯
・既存建物規模：地上7階、地下1階、約45戸
・構造：鉄筋コンクリー卜造
・築年数：約45年（1960年代竣工）

報告1：耐震診断の実施結果、建替えを選択した経緯
（1）	耐震診断

耐震診断実施の結果、Is値＝0.24（最小）
Is値とは、耐震指標（Seismic	Index	of	Structure）
の略称で、建物の強度、粘り強さ、形状、バラ
ンスや経年等を下に算出される建物の地震に対
する強さのこと。一般的に、震度6～ 7の地震
時でも0.6以上のIs値があれば建物が倒壊、崩
壊する危険性が低く、同値が0.3未満で倒壊、
崩壊の危険性が高いと評価される。

（2）	耐震補強と建替えとの比較
耐震補強
・支出が比較的安価（本例：約11億円）・比較
的早期に実施が可能・居室内の耐震補強が必
要・専有面積が減り、住環境が悪化・設備の
更新など大規模修繕も今後必要

建替え
・構造、設備などが刷新される・資産価値が
向上・生活に合わせた住戸タイプ選択が可能・
費用負担が大きい（本例：約40億円）・実施
迄に時間を要する⇒建替え推進委員会を発足
させ、建替え検討開始

報告2：竣工後に制定された規制による建て替えの
困難化

1 　建替え後、専有面積3割減
計画検討の結果、日影規制により現在7階の建物
が建替え後は5階の高さまでしか建てられないこと
が発覚。それにより従後は専有面積が従前に比べ3
割減。
保留床が確保できず、権利者の負担が極端に増加

2 　建替えで活用される手法…総合設計制度
総合設計制度を活用することで容積率の割増や規
制の緩和を受けられる。その割増分を売却し、事業費
に充当することで負担額の軽減を図ることが出来る。

3 　立地による建替え実現性の違い
・大通り沿いは建替事業において比較的有利→
用途地域：商業、日影規制：なし
・大通りから少しでも奥に入ると、→用途地域：
住居専用地域など、日影規制：あり。⇒建替え
事業においては不利な場合が多い。

4 　耐震基準と日影規制の関係
・1971年以前に建てられた建物で耐震性に問題
がある場合、建築時には日影規制（1976年制定）
が無かったため、建替えの場合、既存規模の建
物が建てられないことになる。→規制条件によ
り、建替え困難化

報告まとめ
1 　これまでの法整備で、建替えは進めやすい状
況になった。

2 　一方、建替えが急務な状況下、規制により進
まない例がある。（建築時には無かった日影規
制による高さ制限や絶対高さ制限）

第3部において、
パネルディスカッション「改正マンション建替え
円滑化法はマンション再生にどういかせるのか？マ
ンション再生に必要なこと」が、コーディネーター
を明海大学不動産学部教授　齊藤広子氏、パネリス
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トとして、鎌野邦樹氏（早稲田大学教授・日本マン
ション学会副会長）、小林秀樹氏（千葉大学教授・日
本マンション学会会長〉、山本育三氏（全国マンショ
ン管理組合連合会会長〉、戎　正晴氏（弁護士・明治

学院大学法科大学院教授）、笠谷雅也氏（国土交通省
住宅局マンション政策室長）により行われました。

広報員　羽鳥光明（東京会）

お詫び

本誌3月号（No.698）において、以下の誤りがありました。ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記訂正方お願いいたします。
記

	 （頁）	 （誤）	 （正）
	 2	 公嘱協会情報　Vol.111	 公嘱協会情報　Vol.112
	 28	 公嘱協会情報　Vol.111	 公嘱協会情報　Vol.112
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平成26年度第11回定例研究会が、120名の参加
を得て岐阜の地で開催された。
始めに、司会進行の日本土地家屋調査士会連合会
研究所所長小野伸秋氏から主催者挨拶。岐阜会、中
部ブロック協議会では「地理空間情報の共有化と新
たな地籍調査制度」について様々な取組みを試みて
おり、本日の研究発表をとおして新たなご意見もい
ただきたいと述べられた。
続いて、岐阜県土地家屋調査士会会長若園知明氏
から来賓挨拶。織田信長公『理想を持ち、信念に生
きよ。理想や信念を見失った者は、戦う前から負け
ているといえよう』、軍師竹中半兵衛『要害がいかよ
うに堅固であっても、人の心が一つでなければもの
の用をなさない』と岐阜にゆかりのある二人の名言
を紹介され、地籍の研究というものを「土地境界の
専門家」である土地家屋調査士として、理想と信念
を持って突き進めていくものだと考えている。地籍
に関する研究が、全国において充実してなされるこ
とを期待申し上げると挨拶された。

若園知明氏

地籍問題研究会
第11回定例研究会

基調講演

「三次元情報の捉え方」
講演者　沢田和秀氏（岐阜大学工学部附属インフラ

マネジメント技術研究センター教授）

沢田和秀氏

沢田教授のご専門は土木の『地盤工学』。地盤とは
辞書に載っていない言葉で、人間の手が届くところ
と表現すると理解しやすく、ボーリングにより掘削
すればそこも人間の手が届くということで地盤であ
る。それを学問にして人々の役に立てたいというも
のが『地盤工学』というもの。
工学部附属インフラマネジメント技術研究セン
ターは、土木に携わる技術者を対象にインフラのマ
ネジメントや維持管理技術を学ぶ社会人教育セン
ター。受講者は1か月間拘束され学ぶ。だが、1か
月間ですべてを伝え、理解習得してもらうことは不
可能なので、絵にしたものを見て納得してもらい、
まだまだ知らなくてはならないことがたくさんある
ということを気づいてもらい、その奥にあるものを
考えてもらうようにしている。本講演も土砂崩壊・
土石流・落石・雪崩・浸水・地盤の液状化等のスラ

地籍問題研究会
第11回定例研究会

日　時：平成26年12月13日（土）13：00～ 17：10
場　所：じゅうろくプラザ5階大会議室（岐阜県岐阜市）
テーマ：地理空間情報の共有化と新たな地籍調査制度
協　力：岐阜大学工学部附属インフラマネジメント技術研究センター　日本土地家屋調査士会連合会　

岐阜県土地家屋調査士会　公益社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
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イドを見ることから始めて、現象を捉え、なるべく
被害が小さくなるように、起こらないように、そこ
から考えを深めていくという流れで進められた。
日本列島が近海のプレート運動により、島弧に強
い歪みを与え、世界でも有数の地震多発帯、火山活
動多発帯といった自然災害の場を形成しているこ
と。また、地殻の上昇も加わって非常に脆弱な地盤
のもとに作り上げられていること。さらに、地質は
赤色系統の花崗岩をはじめ、火山岩類および堆積岩
類がモザイク模様をなして複雑に分布し、多くの断
層や活火山が存在するとても不安定な地塊を形成し
ていることなども絵にされたものを見ることで納得
しやすくなる。国民の生命、財産を自然災害から守
るには、地盤の技術抜きには語れない、地盤工学が
必要であると説かれた。
また、世の中には無料の情報がたくさんあるの
で、是非有効に使ってほしいと、国土地理院のホー
ムページから、そのオンタイムのデータを会場のプ
ロジェクターに、位置関係（地図）・地形・標高・空
中写真（現在・過去）等々の情報サービスを写し出し、
日本全国どこでも地理院地図を三次元で見ることが
できることも紹介された。3Dプリンターで立体模
型を作成することもできる。
岐阜県を例にして、県域統合型GISぎふの情報
サービス、県域全て（約10,000 ㎢）2 m×2 mメッシュ
にそれぞれ標高値がある3次元データ、1/500の詳
細な地形データ、航空レーザ測量データ等、これら
の様々なデータから見えてくるものがあり、落石、
土砂災害防護工の最適な位置や設計等も決定するこ
とができることを紹介された。最後に、最近流行り
のUAV（無人航空機）のメリットとその課題を挙げ
られ、道具も技術も目的は何か、データをどう扱う
かを明確にしていかなければならない。蓄積された
データを、他の分野・技術との融合（写真/測量/地
盤工学/地質）をはかり、良いことができあがったら、
それらを伝達していく方法を考えていかなければな
らないと提言された。

会員からの研究報告

報告1�
「岐阜県の地図作成に於ける地域の慣習」

報告者　飯沼健悟氏
（中部ブロック協議会中部地籍研究会研究員）

飯沼健悟氏

研究の目的は、公図と呼ばれる「広狭・配置図」を
表した地図が、どのような過程により作成され、そ
こにはどのような背景があったかを知ることによ
り、公図が表す空間を正しく視ることができるとい
うことにある。
1　地図を読む
2　岐阜県における公図
3　地図作成における測量術
4　境界の専門家として
地図に一番携わり、土地境界の専門家である土地
家屋調査士が、地図の表現する空間を正しく視るこ
とができれば、筆界の誤認はなくなり、更には境界
紛争の根絶へと繋がるであろうと結ばれた。

報告2�
「小さく生んで大きく育てる可児市の地籍整備」

報告者　富田真雄氏
（岐阜県土地家屋調査士会表示登記研究委員）

富田真雄氏

可児市における地籍調査事業実施以外での地図づ
くりと境界情報管理について
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（登記引照点を使用した日常業務の成果の集約に
よる地図づくり）を紹介された。
本事業は、土地家屋調査士が行う筆界を調査・測量
業務の成果を統一し管理できないか、市の境界情報管
理を紙による資料管理、過去に確定した境界点の復元
不可能な場合等を回避できないかということから、登
記基準点網の構築事業が提案された。平成25年まで
に2級、3級基準点は740点配置されている。過去の有
効な資料を活用し、市内の1/4が地図が作れる状況に
ある。今後の境界情報管理の課題としては、測地成果
2011の基準点及び境界点の座標データ等のデジタル管
理、庁内部署の情報管理の統一、民間企業との連携に
よる情報管理と情報の有効活用の検討を挙げられた。

報告3�
「岐阜市地区計画事業と共に地区計画事業成果等
を利用した国土調査法第19条5項申請の試み」

報告者　榊原典夫氏（（公社）岐阜県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会理事長）

榊原典夫氏

地区計画とは、都市計画法第十二条の四第一項第
一号に定められている、住民の合意に基づいて、そ
れぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導
するための計画である。
岐阜市では、平成6年度に地区計画による基盤整
備事業が施行され20年が経過し、多くの指定地区
に於いて地区計画道路拡幅整備が進捗している。
しかし、当該事業に基づく成果が、正確な地図と
しての有用性を具備しながら、不動産登記法第14
条第1項地図として備え付けられていない現状に鑑
み、測量成果値の世界測地系による一元化、更には
恒久的に当該地区の境界管理を行うため、今般、国
の施策である国土調査法第19条第5項指定制度を
活用して、当該地区を不動産登記法第14条第1項
地図として備え付ける事業を提案した。
期待される効果として、①区域管理の負担低減、
②座標系の違いを解消、③事業費の削減、④土地境

界紛争の防止、⑤災害対策、⑥沿線住民の土地取引
の円滑化が挙げられる。
地図づくりは街づくり、岐阜協会は、市民に対し
て財産権の保全に係る安全・安心を提供することは、
重要な責務と考えており、今後とも、境界管理の重
要性を啓発し、岐阜市の都市基盤整備の充実・発展
に寄与したいと考えている。

報告4�
「モッタイナイ情報を利用した山林地籍調査
事業への取組み」

報告者　今瀬勉氏
� （日本土地家屋調査士会連合会研究所研究員）

今瀬勉氏

筆界調査に必要な情報が乏しい中山間・山林地域
では、人口減少・高齢化社会において、土地区画（1
筆）の境界を調査する手法として、登記所備付地図、
官公署作成の地形図、空中写真などの空間情報を地
球重心を原点として表現し、地形データに投影して
4D空間モデルを構築して調査・解析して活用する
ことが有益と考える。
地籍に関する空間情報は、一つ一つが異なる場所
に保存されており、ほとんどが紙による情報で、統
一された座標系ではない。また、官公署の情報提供
はデジタル化したデータを分割した上、紙により提
供されていることが多い。
地形モデルに必要な情報は、レーザー計測による
地形情報が有効だが、実は有効利用されてはいない
と考えられる情報があることがわかってきた。
「既に世の中にある情報」＝「埋もれた情報」を発掘
し利用する。個々の情報それぞれは小さな価値であ
るとしても、その組合せにより新たな価値を生み出
すことこそが、情報カオス時代の「ものづくり」と言
えるのではないか。今後、「埋もれた情報」は「モッ
タイナイ情報」を理念に、「モッタイナイ情報」をアー
カイブとして構築し、山林地籍調査事業を推進する。
さらに、これらの4D	空間情報基盤に登記情報を

リンクして公開して、国民の英知を活用（クラウド
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ソーシング）し、3D空間シミュレーションによる都
市計画、公共サービスの高度化、合理化を実現でき
れば、より効果的に日本の少子高齢化、災害に強い
街づくりが可能となり、持続可能な社会の実現に寄
与できるのではないだろうか。

報告5�
「登記基準点の共有化から地図作成に向けた
環境整備の試み」

報告者　粟野章氏
� （岐阜県土地家屋調査士会業務部長）

粟野章氏

岐阜市の地区計画、可児市の事業において実践的
に行ってきたことを以下の6項目にわけて報告された。
・岐阜会における登録引照点の作成から設置　
・認定登記基準点の申請
・筆界情報共有化のための登記基準点
・土地家屋調査士の意識共有
・情報共有化に必要な設備
・第三者機関等による検査機能
岐阜会として、求められる土地家屋調査士とは、
求められる地籍制度とは等、情報収集をとおし取り
組み、環境整備を整えていきたい。

報告6�
「将来に向けて　国民と行政の求める地籍制
度（地籍学）とは」

報告者　小野伸秋氏
（日本土地家屋調査士会連合会研究所長）

小野伸秋氏

国民の財産管理、行政の道水路管理、法務局の筆
界情報管理、国土地理院の基準点管理などの情報を
いかに管理するかが重要なことで、しっかりとした
管理基盤ができれば、それによりさまざまな社会問
題が解決することができると考える。
求められる新たな地籍制度、人と土地の間にある

「権利」「制限」「測量」「幾何／位相」「責任」といったあ
らゆる情報を地籍学という学問として捉え確立して
いくことが大事である。土地法制に関する部門、不
動産関連法規に関する部門、測量に関する部門、情
報処理に関する部門、これらの総合力が必要な知識
を学問として捉える。地籍問題研究会は、地籍学と
いう学問を作ることが目的だと思っている。
新たな地籍学の必要性として、「街区基準点等位
置参照点情報管理」、「一筆地の境界に関する情報管
理」、「災害時の不動産に係る権利の明確化」、「人口
減少による廃屋、山林の荒廃の情報管理」、「不動産
に係る紛争の未然防止」等が挙げられる。
今後も岐阜県では、国民目線で欲しい情報が得ら
れる基盤づくりのため、公嘱協会の協力を得て、ふ
るさと地理情報センター、岐阜大学、民間企業とも
連携をとり、組織づくりから取り組んでいく。

沢田教授の講演の中に、五感による知覚の割合は、
目から得る情報が感覚の約80％を占める（「産業教
育機器システム便覧」日科技連出版社（1972））とあ
りました。地籍に関する取組みは、シンポジウム・
研究会・研修等が、各地において開催されています。
是非、機会を得て会場に足を運び、絵にして示され
たものを視覚器官から入れて、講演者の生の声を聴
き、空気を共有しながらその発表を受けていただく
ことをお勧めします。それが最も納得しやすく、深
く考えさせられるものであると思うからです。

広報部理事　上杉和子（三重会）
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標記会議は、年3回名古屋地方裁判所と愛知県弁
護士会が民事訴訟の審理を充実するべく行われてい
るもので、すでに112回を数えている。
今回は「筆界特定手続と境界確定訴訟」がテーマと

なっているところ、名古屋法務局筆界特定登記官と
当職が出席し発言するという貴重な機会に恵まれた。
出席者は裁判官11名、書記官2名、弁護士20名（弁
護士会民事弁護委員会委員が中心）と、筆界特定登
記官、そして当職の総勢35名であった。
まず初めに、筆界特定手続の概要と現状について
筆界特定登記官と当職において約30分程説明した
後、質疑に入った。

1　筆界特定手続の概要と現状

＜主な質疑内容＞
（質1）	 不動産登記法（不登法）147条（筆界確定訴

訟における釈明処分の特則）における筆界
特定手続記録の送付嘱託の件については、

どこまでの記録が送付されているのか。
（答）	 民事局長通達の144（筆界特定手続記録の

編成）において手続記録には3つの分類が
あり、そのすべてを対象としている。

（私感）	 不登法には、147条、148条に裁判と関連
する条文がある。これは不登法といえども
民事訴訟法の下にこの条文が成り立ってい
るからである。今後この連携並びにその取
扱いについて裁判所、法務局を中心に協議
すべきことがあるように思う。

（質2）	 筆界特定がなされていない場合に、送付嘱
託することは守秘義務と個人情報保護の問
題があるのではないか。

（答）	 不登法147条にあくまで「筆界特定がされ
た場合において」とあり、筆界特定がなさ
れていない場合には送付嘱託の問題は発生
しない。

（私感）	 筆界特定とADRの連携においても情報開

平成26年10月15日名古屋地方裁判所12階大会議室において下記の会議が行われました。出席
者から、会議の報告をいただきましたので掲載いたします。
なお、本文中、意見にわたる部分は出席者らの個人的見解であり、出席者らの属する組織等の見
解を示すものではありません。� （日本土地家屋調査士会連合会　広報部）

愛知県土地家屋調査士会　相談役　　江口　滋

第112回名古屋地方裁判所・愛知県弁護士会

「民事訴訟の審理充実に関する懇談会」への出席報告

大会議室から望む名古屋城名古屋地方裁判所大会議室
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示の問題として参考になるのではないかと
感じた。

（質3）	 不登法では送付嘱託できないことになって
いるが、民事訴訟法上できるのではないか。

（私感）	 この発言は裁判官によるものである。不登
法一部改正時に民事訴訟法上の手続確認
（民事訴訟法132条の4第1項）として送付
嘱託の件は検討されたと思われるが、だと
するならば、筆界特定がなされていない状
況の中での取扱いについて確認しておく部
分があるのではないか。

（質4）	 筆界が判明しない場合は筆界を形成できな
いのではないか。

（答）	 不動産登記法では、筆界の位置の範囲を定
めて特定可能となっているが、公図や地積
測量図等のほかに地形、面積、形状及び工
作物、囲障、境界標等の設置経過等を総合
的に考慮して、必ず筆界を特定している。

（私感）	 形式的形成訴訟として新たな境界を確定
（形成）することは裁判官にだけ認められて
いることとの相違を理解しておきたい部分
である。

（質5）	 関係人が死亡あるいは不明の場合はどこま
で調べるのか。

（答）	 133条（筆界特定の申請の通知）において関
係人に通知しなければならないこととなっ
ており、法務局において調査するが、関係
人の所在が判明しないときは、対象土地を
管轄する法務局が公告する。この場合にお
いて掲示を始めた日から2週間を経過した
ときは、当該通知が関係人に到達したもの
とみなす。

（私感）	 この会議と直接関係しないが、私たちの日
常業務における関係人の所在が不明の場合
の調査方法について考えさせられる部分で
ある。

（質6）	 鑑定はどういうときに行うのか。
（答）	 訴訟において鑑定が求められれば行うが、

筆界特定は筆界調査委員（土地家屋調査士
等）と法務局の筆界特定登記官という境界
判断の専門家においてなされるものであり、
まさに境界鑑定に当たるものである。また、
土地家屋調査士の日常業務自体が筆界と所
有権界の判断を扱っている業務である。

（私感）	 筆界調査委員からすれば、手続保証上もち
ろん代理人からの資料提出や意見を求める
ものではあるが、代理人が弁護士同士の場
合はあたかも裁判所の手続における書面の
やりとりになっているようにも感じている。
そこで、弁護士の方々には筆界特定制度の
理解のための広報が必要なように感じた。

2　境界確定の手続選択

弁護士から「裁判所として筆界特定手続の利用を
進めるのか。」との質問に対し、「個人（上席裁判官）
的には筆界特定を尊重する姿勢である。」との回答が
なされた。

3　境界確定訴訟の審理の在り方

この協議項目では、境界確定訴訟と所有権確認訴
訟との同時審理、あるいは境界確定訴訟と筆界特定
との連携の議論は活発であった。
以上が要旨であるが、会議の時間は2時間であり
当職の意も十分に尽くせなかったことから、後日お
礼とともに下記文章にて依頼をさせていただいた。

＜依頼事項＞
1．証拠調べとしての鑑定について
裁判所からの公的鑑定依頼において、よくあるの
が「原告・被告双方の主張線を同一の図面に表すこ
と」としての「共通図面の作成」、あるいは、「本件境
界付近の構築物の現況を表すこと」という、いわば
「測量鑑定」です。
そこで、せっかく当事者から鑑定費用を予納して
いただき、唯一の境界判断の専門家である土地家屋
調査士に鑑定依頼がなされるならば、もう一歩進め
て、鑑定人の判断する鑑定線とその意見を求めてい
ただけないかということです。
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言うならば、「証拠調べとしての鑑定」です。

（理由）
私たち土地家屋調査士は、日常、公的境界（筆界）
を探索しながら、所有権界や占有界と相違していな
いかということを業務として行っており、その結果
を登記に反映させています。
そして、公的鑑定をする場合においても、十分な
調査及び測量を行っており、その作業の中で境界の
判断をしています。それにもかかわらず、鑑定事項
において、鑑定人の判断する境界線やその意見を求
められていない、あるいは、測量鑑定としてそこま
で表現できないとしたら、知り得た事実の持って行
き場のない歯がゆさが残ることになります。
換言すれば、鑑定人が、自己の判断する境界線や
意見等を表現することは、審理の在り方として、前
述の「無駄のない訴訟の進行」や「迅速な審理」に大い
に役立つものと考えます。
また、当会には鑑定委員会が組織されており、裁
判所から鑑定人推薦のご依頼があった場合、登録鑑
定人候補者の中から鑑定人を推薦しており、鑑定書
提出の折には、鑑定委員会の助言を受けることと
なっています。
このことは、「判断の客観性」に大いに寄与するも
のと考えております。

2．請求の趣旨
境界確定訴訟においても所有権確認訴訟において
も、公法上の境界（筆界）と所有権界が相違していた
場合にどうするかという問題があります。
特に、所有権確認訴訟では、筆界を求めなければ
所有権の範囲は特定できないのではないでしょうか。
そこで思うのが、「請求の趣旨」において、判決後
の実効力や第三者への対効要件として「登記手続の実
行」を請求の趣旨に盛り込まれたらということです。
私のこれまでの業務経験の中で、いずれの判決に
おいても、判決はなされたものの、その確定判決書
では登記ができないというケースが往々にしてあり
ました。
登記手続は、法務局が受理し、その境界認定は、
登記官の判断によるものとなります。よって、当然
に登記に耐え得る判決でなければならないように思

います。

3．専門委員等の活用
裁判所における専門訴訟において、それぞれの分
野の専門家が事前に関与されていない場合、特に境
界事件では、迅速な審理（現地検証の同行も含め）、
あるいは確定判決が登記に活かされるために、土地
家屋調査士をより多く専門委員等として登録され、
活用していただけることを願っております。

＜最後に＞
以下、私見となるがお許しいただきたい。
今回のテーマは、「筆界特定手続と境界確定訴訟」
であったが、不登法における筆界特定手続は、まさ
に筆界の鑑定であり、また、境界確定訴訟の審理に
も似ている。
会議に参加しての感想として、法務局の登記官と
筆界調査委員（土地家屋調査士等）という、境界判断
の専門家が審理する筆界特定手続が、今後、境界確
定訴訟の一審の審理に代替するようなものとして活
用されることになれば、「無駄のない訴訟の進行」や
「迅速な審理」を進める上において、非常に有用とな
るのではないかということである。
そして、何よりも私たちには、土地家屋調査士法
の3条業務として新たに獲得した筆界特定とADR
の代理人の立場は、私たちこそが活用し発展させる
責務があること。
また、ある意味専門性を活かした土地家屋調査士
独自の将来を示す業務であることを再認識したいと
ころである。
そのためには、今あるあい路を解消したい。
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平成26年11月20日（木）先の東日本大震災による
福島第一原子力発電所事故により避難を余儀なくさ
れている会員の第4回となる懇談会が福島市内のホ
テルで開催されました。
震災当時、原発が立地する双葉郡やその近隣に
事務所を置き、現在、避難されている会員は16名、
このうち7名の方々を迎え、本会から五十嵐欽哉会
長を含む8名の役員と避難区域をかかえる相双支部
から佐藤裕行支部長を含む4名の役員が参加しまし
た。参加者の発言を中心に報告します。

避難者の内訳

（震災当時の事務所所在地）
双葉郡大熊町 1名
双葉郡富岡町 5名
双葉郡浪江町 4名
双葉郡広野町 1名
南相馬市 3名

相馬郡飯舘村 2名

（現在の避難先）
東京都 江東区 1名
埼玉県 比企郡鳩山町 1名
岩手県 奥州市 1名

福島県

福島市 2名
いわき市 6名
相馬市 2名
南相馬市 2名

伊達郡川俣町 1名

（年齢構成）
80歳代 2名
70歳代 3名
60歳代 8名
50歳代 2名
40歳代 1名

福島県土地家屋調査士会第4回避難者懇談会

避難者の発言

■富岡町の自宅は帰還困難区域（放射能による汚染
レベルが極めて高く、住民の帰還が長期間困難であ
ると予想される区域）で除染計画もまだ立っていな
い。あきらめがどんどん自分の気持ちの中で増えて
いる。我々の避難はまだ続いているんだということ
を知っていただいて、全国に発信してほしい。
■京都に避難していたが今年の5月に南相馬市の借
り上げ住宅に移った。元の事務所を整理し、なんと
か業務を再開、多くのご支援を頂き、なんとかここ
にたどり着いた。
■私のところは浪江町の居住制限区域（年間積算線
量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、引
き続き避難を継続することが求められる地域）です。
自宅は雨漏りがひどく天井が抜け、床ももう少しで
抜けそうで直して住めるような状況ではない。今ま
で相馬市の借り上げ住宅で暮らしていたが、思い
切って戸建ての建物を手に入れそちらに移った。
■富岡には帰れない、帰るときにはもう歳とってい
て無理だろうと思う。だから帰らないという方向で
考えている。まだ新しい居住地は決まっていない。
■富岡の方に戻ることは考えていない。現在、いわ
き市の方に自宅を建築中で来春には完成の予定に
なっている。
■私も浪江町の居住制限区域です。相馬市の借り上
げ住宅にいるが窮屈で大変な生活をしている。自宅
はネズミの巣になっていて、私は帰りたいけれど女
房も子供も孫も帰らないと言っている。仕方がない
ので孫の学区内に土地を求め家を建築中です。国や
東電には本当に怒り心頭という感じです。
■自宅は広野町で原発から20キロ圏外ということ
で居住制限が解除されており、表向き普通に住める
ところです。日中は除染などの作業員がほとんどで、
帰還して居住している人は極めて少ない。いわき市
で業務を続けているが、具体的にいつ戻るか決めか
ねているところだ。
■借り上げ住宅ではパソコンも机も椅子も置けな
い。お客さんが来ても相談できるようなスペースも
ない。とても仕事ができる環境ではない。

福島県土地家屋調査士会第 4 回避難者懇談会

土地家屋調査士新人研修修了者
近畿・中部・九州・東北・北海道・四国ブロック協議会
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欠席された方々の状況

相双支部より欠席された会員に事前に聞き取りし
た内容が報告されました。

■震災前、長男家族と5人で暮らしていたが、現在
は家族バラバラで生活している。事業廃業も考えな
ければなるまい。何とも悔しく虚しい。
■若干の建物表題登記と原子力損害賠償相談会及び
アルバイト程度の仕事をしている。長女に続き、長
男、次男の高校受験を控え、高齢の母の状況を考え
ると、終の棲家として福島市周辺を考えなくてはと
思っている。
■父は92歳で要介護2、母は90歳で要介護3の状
態で、その介護の日々を送っている。業務は再開し
ていない。仕事のこと、家庭のこと、住民票を富岡
町に置いたままいわき市で生活していること等考え
るも結論を導き出せない状況。
■体調を崩した妻の世話、そして20キロ圏内の近く
て遠い自宅の手入れの日々を送っている。自宅の除
染がいつ終わるのかも見えないので歯がゆい心境。
■体調不良で入院したが今は退院し通院している。
飯舘村の除染の見通しが立たないのでいつ戻れるか
わからないのがつらい。
■仕事は行ってはいない。飯舘に戻って仕事を再開
するか、戻らず現在の福島市で仕事を再開するか。
飯舘村の除染や帰還の見通しが立っていないのでし
ばらくは現状のままだろう。

相双支部の状況

相双支部は33名中16名が避難中、実に半分が避
難生活という厳しい現実です。

■相馬市なんかは盛んに災害復興関係の造成がやら
れており、地元の調査士に測量分筆といった依頼が
多く、去年からおおわらわで綱渡り的にこなしてい
る。そこへ公嘱の方から地図復元作業なんていうの
も出て毎日なにがなんだかわからないうちに過ぎて
いく。
■みんな復興に向けて精一杯頑張っている。
■相双支部としての今後を考えると、避難されている
方の将来が明確にならない現実と同じで不透明な状
態。役員なんかで集まってもなかなか結論は出ない。

避難している人たちは業務する環境に戻れず、仕

事がしたくてもできない状態。その反面、避難しな
くて済んだ人たちは復興に関する業務が集中し、多
忙を極めるという皮肉な現実にあることがわかりま
す。本来であれば、双葉郡の復興の先頭に立ってい
るはずなのに放射能がそれを許さないのです。

将来予想される震災に備えて

今回の震災で全国から連合会を中心に多くの支援
物資をいただきました。福島は放射能が高いという
ことで、宅配業者が福島市内に入って来ない。集積
所まで取りに来てくれというような話もありまし
た。この支援物資をガソリンもない状況でどうやっ
て被災会員に届けるか。大変な苦労がありました。
また、会員の安否確認では、全員無事だと確認で
きるまで半月も掛かりました。この経験を将来予想
される震災にどう活かせるか話し合われました。

■原子力災害と自然災害は全然違う。我々が逃げた
時は二日くらいで戻れると思って逃げました。だか
ら何も持たず軽装で逃げた。支援物資を頂こうなん
ていう思いはなかったんです。あれば良かったとい
うのはやはりガソリンです。
■ガソリンが手に入るまで1か月かかった。
■避難するときに情報が正確に伝わらないものです
から、なにがなんだかわからずに避難した。
■原発の情報が全然伝わらない。我々も何もわから
ずとりあえず逃げた。
■結局、逃げ回ってはいたんですけども、調査士会
の方に連絡しなきゃならないという、そういう考え
が頭に浮かばなかった。

総じて言えることは「放射能の飛散状況やどこに
避難すればよいのか。」という正確な情報が全く無
かったこと。それから「ガソリンをどう確保するか。」
ということが大きな課題だと思いました。
原発事故においては、少しでも遠くに一刻も早く
避難しなければなりません。まさに無我夢中で数
十万人の人たちが一斉に逃げる。これには海外から
絶賛された「日本人の冷静な行動やモラル」などとは
言っていられない状況になるのです。
今回のこの経験をどう活かすのか。支援物資を届
けるための体制を事前に確認しておく。避難したら
本会や支部の役員に連絡を取り、状況を知らせるこ
とを徹底する。調査士会としてやれることは限られ
るとしても、おこる事と想定し、考え、準備するこ
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とを怠ってはいけないのではないでしょうか。

この後、懇親会へと移り、お酒も入りにぎやかな
懇談となりました。避難生活の苦労を冗談を交えな
がら話す姿に少し癒されるものがありました。

参加者の皆さん 懇親会の様子

原発事故は収束などしていない。被害は現在進行
形で続いているのだということを福島会として発信
し続けることの重要性をあらためて認識する一日と
なりました。

広報員　鈴木義雄（福島会）

告知板

大阪会（27名）
沖 津 　 実 郎 佐 藤 　 俊 輔
水 野 　 祐 介 兵 頭 　 聖 貴
脇 　 　 慶 太 溝 口 　 達 哉
杉 山 　 正 剛 請 田 　 隆 広
竹 尾 　 恵 児 中 谷 　 大 知
市 場 　 洋 行 大久保　綱之
小 林 　 敬 一 杉 本 　 成 彦
安 藤 　 貴 史 梶 村 　 一 太
菊 地 　 孝 志 矢 口 　 正 樹
十 川 	 	 耕 大 三浦　健太郎
仲 谷 　 和 隆 平 野 　 和 昭
下 農 　 啓 介 舞 弓 　 直 樹
木 　 敏 次 金 谷 　 充 敏

萱 村 　 和 隆

京都会（11名）
人 見 　 晃 平 山 口 　 正 浩
山 根 　 光 弘 細 野 　 泰 史
水 𠩤 　 健 介 北 村 　 尚 長
和 田 　 　 央 内 海 　 秀 世
松 井 　 正 彦 石 田 　 和 史
柿 島 　 翔 太

兵庫会（15名）
藤 林 　 　 憲 岡 田 　 和 也
富 澤 　 誠 二 尾 縄 　 博 之
木 畑 　 勝 則 池 田 　 邦 泰
土 肥 　 新 治 山 本 　 正 人
椎 名 　 　 晃 野 中 　 愼 二
大 富 　 有 起 北 浦 　 宗 明
前 川 　 　 豊 梅 田 　 啓 人
伏 屋 　 晃 久

奈良会（4名）
峯 川 　 敦 史 豊 田 　 貴 浩
堀 内 　 靖 也 吉 田 　 　 浩

滋賀会（2名）
辻 　 　 牧 子 下 堂 　 直 樹

和歌山会（5名）
大 田 　 政 人 西 　 　 雅 文
谷 口 　 武 大 大 田 　 　 実
中 　 　 拓 哉

（順不同・敬称略）

土地家屋調査士新人研修修了者
平成26年度土地家屋調査士新人研修（近畿・中部・九州・東北・北海道・四国ブロック
協議会）の修了者は以下のとおりです。

近畿ブロック協議会（64名）
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愛知会（29名）
岡 崎 　 知 明 柴 田 　 静 篤
萩 野 　 慎 一 湯 浅 　 博 司
土 田 　 貴 生 前 野 　 充 晴
山 本 　 兼 樹 所 　 　 圭 一
楳 田 　 昌 之 松 田 　 明 久
小 泉 　 　 淳 森 　 剛
白 井 　 俊 光 平 野 　 幸 夫
鈴 木 　 孝 志 野 本 　 禎 二
牧 野 　 　 就 大 高 　 英 志
内 野 　 　 一 滝 藤 　 　 悟
渡 邉 　 一 成 久 邊 　 政 則
三 次 　 忠 章 吉 田 　 洋 司
舟 橋 　 　 実 島 田 　 泰 幸
菅 野 　 智 文 河 根 　 浩 康
佐 藤 　 文 生

三重会（3名）
西 尾 　 　 光 打 田 　 重 美
髙 橋 　 忠 裕

岐阜会（11名）
吉 野 　 淳 哉 羽 柴 　 幸 子
沖 下 　 和 弘 北 村 　 卓 也
髙 田 　 　 憲 林 　 剛
田 中 　 一 輝 長 屋 　 教 文
竹 内 　 晃 久 仁 平 　 雄 一
森 嵜 　 元 康

福井会（1名）
髙 田 　 厚 志

石川会（2名）
加惠田　　信 井 上 　 智 之

富山会（2名）
渡 辺 　 顕 也 山 上 　 泰 彦

（順不同・敬称略）

中部ブロック協議会（48名）

九州ブロック協議会（68名）

福岡会（32名）
梅田　賢太郎 松 本 　 　 基
石 松 　 直 樹 河 合 　 和 秀
井 上 　 知 一 先 崎 　 　 滋
千 坂 　 昇 平 照 瀨 　 宏 毅
柳之内　　雄 出 　 光 徳
緒 方 　 公 一 中村　良太朗
平 尾 　 和 啓 髙 木 　 祐 治
池 上 　 達 也 山 田 　 節 朗
須 藤 　 　 健 守 田 　 剛 士
田 中 　 崇 仁 安 達 　 智 之
村 上 　 光 則 佐 藤 　 量 栄
大 庭 　 伊 織 甲木　文一郎
生島　賢次郎 原 田 　 　 悠
鳥 越 　 貴 夫 中 島 　 晴 也
大 和 　 厚 志 西 　 　 敦 史
髙 原 　 博 貴 稲 員 　 俊 介

佐賀会（2名）
宮 園 　 一 也 田 中 　 史 朗

長崎会（8名）
森 　 　 直 明 松 尾 　 　 剛
相 沢 　 有 毅 柴 田 　 真 宏
中 尾 　 俊 郎 田 口 　 博 之
稲 益 　 哲 也 佐土原　晋弥

大分会（5名）
工 藤 　 功 武 後 藤 　 紘 一
小 野 　 浩 信 手 嶋 　 章 人
溝 口 　 哲 也

熊本会（7名）
藤 本 　 真 浩 前 田 　 智 德
江 崎 　 貴 文 上 田 　 敏 雄
濱 水 　 　 剛 末 永 　 卓 志
平 松 　 大 輔

鹿児島会（8名）
武 石 　 裕 和 田之上　義樹
岸 良 　 知 人 岩 切 　 勝 也
南 　 　 慶 幸 平 山 　 茂 樹
田 島 　 雅 仁 中森　祐一郎

宮崎会（5名）
岡 元 　 和 幸 森 山 　 逸 郎
山 元 　 康 匠 大 野 　 祐 輔
河 野 　 良 太

沖縄会（1名）
仲 村 　 武 政

（順不同・敬称略）
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東北ブロック協議会（26名）

宮城会（8名）
澤 山 　 武 之 松 村 　 泰 晴
千 葉 　 匡 宏 松 本 　 茂 樹
及 川 　 　 賢 蘇 武 　 　 豊
文 字 　 泰 亮 高 橋 　 秀 明

福島会（3名）
竹 田 　 安 代 吉 田 　 和 広
藤 田 　 敏 紘

山形会（4名）
村 田 　 公 平 山 口 　 勝 康
菅原　美音子 本 庄 　 慎 吾

岩手会（2名）
北 澤 　 利 光 小田嶋　達浩

秋田会（6名）
関 　 　 将 人 松 渕 　 　 誠
相 馬 　 正 蔵 金 子 　 純 一
織 田 　 寛 樹 鈴 木 　 政 幸

青森会（3名）
酒 井 　 知 也 蝦 名 　 浩 記
加 藤 　 靖 隆

（順不同・敬称略）

四国ブロック協議会（13名）

香川会（3名）
柴 田 　 健 治 宿 母 　 　 定
四 橋 　 雅 博

徳島会（2名）
熱 田 　 範 人 八 木 　 義 仁

高知会（2名）
山 本 　 　 亮 濵 口 　 輝 幸

愛媛会（6名）
井 住 　 隼 人 玉 井 　 慎 也
伊 藤 　 淳 一 秋 山 　 卓 道
大 塚 　 伴 徳 栗 田 　 祥 太

（順不同・敬称略）

北海道ブロック協議会（7名）

札幌会（4名）
島 　 　 耕 二 水 野 　 哲 也
花田　幸太郎 佐 藤 　 貴 亮

函館会（1名）
山 路 　 　 徹

旭川会（2名）
遠 矢 　 　 剛 佐 藤 　 　 篤

（順不同・敬称略）
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「ここは何万石？」

“観光バスから降りるたびに石川県人は聞いてく
る”と、バスガイドに揶揄されているこの地に、と
うとう新幹線がやってきました。東海道新幹線の開
業からわずか1年足らずの時点で構想が発表されて
から、苦節50年での開業です。
ここ一年は、誰もかれも口を開けば「新幹線、新
幹線」と賑やかでした。
「飛行機なら小松市から50分で東京に行くのに
なぁ、機内サービスでジュースもナッツも出てくる
し（袋入りですけど）」と皮肉を言う人もいますが、
なぜか心躍らせ、惹きつけられるものが「新幹線」と
いう乗り物にあるのも確かです。
ただ「開業まであと何日」と毎日TVで見せられて、
ちょっと食傷気味なので、金沢市の観光案内はTV
や雑誌にまかせ、せっかくの機会なので、小松支部
会員が住んでいる能美市、小松市、加賀市の案内を
少しだけ「チョウサシーズ」がお送りします。
いきなり出ましたが小松支部には、勝手に存在し
ている自転車部（通称チョウサシーズ）があります。
設立趣意書は、こんな感じです。

愛しき我が会、我が地元　Vol.14
石川会／香川会

「我々は自転車を愛し、自然を愛し、酒を愛する自
転車乗りである。ただ単に楽しんでいるのではなく、
自転車を通じ、地形、境界を観察し日々の業務にい
かしているのだと家族を納得させつつ、単に楽しむこ
とを旨とする。家庭サービスをうまく乗りこなしなが
ら、自転車を乗りこなすのが真の自転車乗りである。」
メンバーは山﨑豊会員（部長）、有川宗樹会員（副
部長）、あとはユニットリーダー、じゃなかった部
員の西田岳生会員、山副竜朗会員、私の5人からなっ
ています。今まで、福井県、富山県、岐阜県等の各
地をまわり、地形、境界、杭標の違い、料理、お酒
の研究をしてきました。ちなみに機会があれば是非
に、全国の自転車乗りと交流を深めたいと思います。

「松井秀喜ベースボールミュージアム」（能美市）
言わずとしれたゴジラです。野球ファンなら、ぜ
ひどうぞ。松井のお兄さんが設計した建物もなかな
か立派です。

「中谷宇吉郎　雪の科学館」（加賀市）
「雪は天から送られた手紙である」という言葉を遺
した、人工雪の製作に世界で初めて成功した科学者。
寺田寅彦の弟子。この館の中で出来る実験がなかな
か興味深く、面白い体験が出来ます。岩波文庫「雪」
は名著です。ちなみに「百名山」の深田久弥も加賀市
出身です。

「那谷寺」（小松市）
芭蕉が風光明媚な奇石の景色を見て、「石山の石
より白し秋の風」と詠んだという名刹。
平安時代に花山法皇が参詣した際、西国33ヶ所
の霊場にまさるところとされ、第1番の那智山の那
と第33番の谷汲山の谷をとって那谷寺と名付けら
れたとの伝承がある。一ヶ寺で西国三十三所すべて
に匹敵するご利益があるらしいです。
ちなみに「伊能図」も、何故かあります。

石川会　　『自転車部、南加賀を往く』
石川県土地家屋調査士会　広報部副部長　　沖田　洋昌

愛しき

我が我が我が 会 、我が、我が、我が、我が地元
Vol. 14

自転車部
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「こまつうどん」（小松市）
香川県からの視察の人が、「全国一コシのないうど

んです！」と説明されて、まさしく腰を抜かしたとい
う伝説のグルメです。初めての人は「肉うどん」から。

「お旅まつり」（小松市）
小松市といえば、“コマツ”と“自衛隊”ですが、“歌
舞伎”の街でもあります。弁慶、義経で有名な勧進
帳の“安宅の関”と、子供歌舞伎のお旅まつりがある
からです。曳山子供歌舞伎は、毎年5月のお旅まつ
りの奉納神事として約250年前から上演されてお
り、主に女児が演ずる歌舞伎は非常に珍しく、見ご
たえがあります。基本的に曳山役者は女子、子供獅
子は男児で役割を担い、三日間祭りを盛り上げます。

子供たちが仕切ることが多く、練習を含め、この時
期の数箇月で子供たちが大きく成長する祭りでもあ
ります。

以上、「チョウサシーズ」がほんの少しだけ選びま
したが、もちろん他にも魅力的なものは沢山あるは
ずなので、またツーリングの旅に出かけようと思い
ます。
伊能忠敬の全国測量の時に、加賀藩は測量術に長
けており、自前で立派な地図が出来るので、つい言っ
ちゃいます。
「来るに及ばず！！」
今はそんなこと言いません。
「ぜひ来てください、飛行機に乗って」

今やマラソン人口1000万人といわれる中、実は私
もその1人です。50代半ばにしてジョギングを始め
た訳ですが、きっかけは、よくある医者の勧めです。
現場仕事もやっていることだし、ジョギングなら
5 kmくらいは楽勝だろうと高を括っていたのです
が、ところがどっこい、いざ始めてみると走ってい
る実感があったのは300 m。その後、呼吸を整える
ために200 mを歩いてコンビニに直行。

香川会　　『私も走ってます』
香川県土地家屋調査士会　　久保　利司

汗をかく程でもないのに、スポーツドリンクを一
気飲みと、無様なスタートでした。
こんなはずではないと、3日後にとりあえず500 m
を走りました。少しずつ距離を伸ばして、1か月後
にはなんとか1 kmを走れるようになりました。恐ら
く周りから見れば早歩き程度のスピードだったろう
と思いますが、当人は風を切って走っているつもり
です。

那谷寺 子供歌舞伎
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走り始めて半年が経った頃、義兄から「丸亀国際
ハーフマラソン」に出ないかとの誘いがあり、それ
まで5～ 6 kmしか走ったことがないのに、半年あ
ればなんとかなるだろうと軽い気持ちでその場で快
諾しました。当日は何とか完走しました。
「丸亀国際ハーフマラソン」は、香川県で行われる
大会としては最も大きなもので、有名な選手も参加
しています。因みに今年は、箱根駅伝で優勝した青
山学院大学の神野大地選手も走りました。
今も週に2、3日は走っているのですが、だんだ
んとタイムのことが気になって、昨日よりも明日1
秒でも早く走りたいと欲が出てきました。今までの
タイムは靴が合わなかったに違いないとか、ジョギ
ングウエアーはやっぱり○○でないと駄目とか、と
かく物に拘ったりしています。
昨秋、小豆島（しょうどしま）で行われた瀬戸内
タートルマラソンに出て、初めてフルマラソンを走
りました。余裕のあるランナーは風光明媚な瀬戸内
海を眺めながら走れるコースです。当方も、30分
くらいは瀬戸内の多島美とやらを感じながらの走り
でしたが、その後30 kmを越えたあたりからは周り
の景色はどうでもよくなり、まるでコンクリート杭
を腰に巻いて歩いているような感じでした。それで
も、なんとか制限時間（5時間30分）内にはゴールし
たのですが、楽しみにしていた素麺（小豆島は有名
です）の屋台は既に撤収されている始末。
会員の皆さんの中にも、大会に出ている方が多く
居られると思いますが、香川会では最近マラソン同

好会が出来、満濃公園リレーマラソン大会に出てい
ます。10人以内で1チームを作り、フルマラソンの
距離を襷を繋いで走るというものです。過去に2度
走ったのですが、成績は中位です。（ゴールタイム
は3時間30分位）
走った後で食べる「たらいうどん」がまた格別で
す。良かったら他会の皆さんも香川に来て、一緒に
走りませんか。その際には、たらいうどんで「お接待」
差し上げます。
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会長レポート

2月
17日
第15回正副会長会議
午前11時から副会長、総務部長出席の下、正副会
長会議を開催。午後からの理事会に向けた協議と
打合せを中心に日調連としての方向性を確認した。

17日、18日
平成26年度第6回理事会
平成26年度最後の理事会を招集。年度の総括的
議論と次年度の事業方針大綱（案）、各部事業計画
（案）、予算（案）を中心に議論。多くの理事から積
極的に発言、提言があり、社会の動静にも敏感な
組織として日調連が果たす役割についても協議が
及んだところである。

18日
保岡興治衆議院議員「モーニングセミナー」
自由民主党土地家屋調査士制度改革推進議員連盟
でお世話になっている、保岡議員のモーニングセ
ミナーに岡田副会長と共に出席。今回のセミナー
で講演された藤嶋昭東京理科大学長は、世界的な
光触媒の研究者であり、今や私たちの生活にも欠
かせない技術に関する興味深い内容であった。

法務省民事局民事第二課及び国土交通省土地・建
設産業局地籍整備課との打合せ（韓国地籍関係者
来日の件）
韓国の地籍関係者が、3月11日・12日に来日さ
れることに伴い、岡田副会長と共に表敬訪問を応
諾いただいたお礼と打合せに伺った。

19日
北海道ブロック協議会「ほっかいどう地図・境界
シンポジウム2015」
羽田空港から札幌へ向かう。ホテルライフォート
札幌にて開催された「ほっかいどう地図・境界シ
ンポジウム2015」に岡田副会長と出席。講演に先

立ち、日調連会長として挨拶させていただく。
300名を超える参加者の内、札幌法務局長、民事
行政部長はじめ法務局関係、自治体関係の方々が
半数に上ることは特筆すべきである。北海道ブ
ロック主催の当シンポジウムは、今回で連続14
回を数え、まさに継続は力なりであり、北海道独
特の地図の歴史、境界に関する諸問題、土地家屋
調査士の存在意義を研修、広報し続けていただい
ていることに感謝である。

20日
広田一参議院議員「参議院国土交通委員長就任感
謝の集い」
東京都千代田区の憲政記念館で開催された、広田
一参議院議員、参議院国土交通委員長就任を祝う
会に横山全調政連会長と共に出席。広田議員には、
「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連でも
御示唆をいただいたところでもあり、お礼を申し
上げた。

24日
神奈川会平成26年度第2回会員・一般研修会
藤沢市民会館で開催された、神奈川会の研修会に
地元の海野常任理事と共に出席し、土地家屋調査
士のこれからと日調連の取り組みと題してお話し
する機会をいただいた。第1部で行われた、国土
調査法第19条第5項指定手続きの講演は、実践
されている会員さんが担当され、非常に理解しや
すい内容であった。

26日
棚橋泰文衆議院議員「21世紀を拓く会勉強会」
椎名全調政連幹事長代理と出席。棚橋議員は52
歳の若さであるが、自由民主党の副幹事長の要職
に就任されており、日調連にも大変ご理解をいた
だいている。
私の地元、岐阜県選出でもあり親しくご挨拶させ
ていただいた。

2 月16日
 ～3月15日 

会 長 レ ポ ー ト
R E P O R T
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3月
1日
民主党2015年度定期大会
民主党2015年度定期大会に横山全調政連会長と
出席。議員連盟でお世話になっている多くの国会
議員の方々に挨拶させていただいた。

4日
平成研究会セミナー
平成研究会セミナーに横山全調政連会長と共に出
席。1000人を超える参加者が集まり、盛会のなか、
多くの国会議員、支援者の皆さんと意見交換させ
ていただいた。

5日、6日
第2回全国ブロック協議会長会同
全国8ブロック協議会長との会同を開催。各副会
長、専務理事、各常任理事、と共に出席。
新人研修会、特別研修会の実施状況や全国ブロッ
ク協議会長会同に係る各ブロックの対応状況等に
つき報告を受けるとともに日調連に対する要望、
提言等をいただいたところである。また日調連か
らは、平成27年度事業方針大綱案、同年度各部
事業計画案、同年度予算編成概要についてお示し
し、ご意見を伺う。

6日
保岡興治議員事務所　水村政策秘書と面談
谷口鹿児島会長、岡田副会長と共に、自由民主党
土地家屋調査士制度改革推進議員連盟名誉顧問・
保岡興治議員の政策秘書である水村氏と懇談。

7日
西永正信氏の旭日双光章受章お祝いの集い
富山第一ホテルで開催される西永正信先生の旭日
双光章受章祝賀会に出席するため、朝9時45分
羽田発で富山へ向かう。西永先生は中部ブロック
の大先輩であり、温厚で私たち後輩をやさしく見
守っていただいているし、今後ともご指導いただ
きたい。先生のお人柄から、遠来より参加された
お仲間も多く、楽しく盛大な祝賀会であった。
当日は、埼玉県熊谷市にて関根一三先生の黄綬褒
章受章祝賀会も開催されたところであったが、出
席がかなわず残念。

8日
滋賀会「地籍シンポジウム�in�滋賀2015」
地籍シンポジウム	in	滋賀2015に出席。今回は「被
災地は今！土地制度のあり方を考える～防災対策
の視点から～」と題し、13年連続での開催。継続
した企画と広報活動に感謝させていただいた。講
師のお一人で、震災体験を伝える学生の語り部団
体代表の田畑祐梨さんの「まずもって、かだっか
らきいてけさいん」のお話の中の、「ありがとう！
大好き！の言葉だけは覚えて帰ってほしい。言わ
れてイヤな人はいない。」この言葉が防災減災の第
一歩だからの意味を納得。

9日
平成26年度CPD評価検討委員会
清水英範先生・鈴木満先生、菅原副会長、戸倉研
修部長、佐原研修部次長、土井理事出席の下、平
成26年度第1回土地家屋調査士専門職能継続学
習評価検討委員会を開催。
各講座や研究発表会といった具体的な内容に関し
て、CPDポイント付与の観点から協議いただくと
ともに、継続学習としての将来像に関しても議論。

11日、12日
韓国地籍訪問団対応
岡田・宮嶋両副会長、戸田研究員、上田滋賀会会
員と共に対応。今般来日された韓国地籍関係者8
名の皆さんと法務省、国土交通省、全国国土調査
協会を訪問。表敬訪問ではあったが、韓国の地籍
体制と日本における地籍への取組みなど意見交
換、情報交換とも充実した内容であった。

11日
東日本大震災四周年追悼式
東京：国立劇場にて執り行われた、東日本大震災
四周年追悼式に出席。全国1万7千余名の土地家
屋調査士を代表して献花をさせていただいた。岩
手県遺族代表、内舘伯夫さんの「悲しみを優しさ
に、悔しさを許す心に、後悔と自責の念を思いや
りと助け合う心にしたことを後世に伝えたい。」と
の言葉が印象的であった。一日も早く、平穏な生
活を取り戻されることを祈念するばかりである。
そして、忘れないこと、風化させないことを改め
て思う。
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2月16日～ 3月15日会 誌日務

会務日誌

2月
16日、17日
第2回日調連ADRセンター会議
＜協議事項＞
1　各土地家屋調査士会のADRセンター運営の
考え方について

2　ADR法「認証」申請促進について

17日
第15回正副会長会議
＜協議事項＞
1　平成26年度第6回理事会審議事項及び協議
事項の対応について

17日、18日　
平成26年度第6回理事会
＜審議事項＞
1　平成27年秋の叙勲及び褒章受章候補者の推
薦について

2　連合会役員選任規則に基づく選挙管理委員
会委員の選任について

3　平成27年度土地家屋調査士新人研修について
＜協議事項＞
1　平成26年度第2回全国ブロック協議会長会
同の運営等について

2　土地家屋調査士会の情報公開に関する細則
（モデル）の一部改正（案）について

3　境界鑑定講座及び筆界特定制度の実情に係
る実態調査集計報告書の配付について

4　第11回土地家屋調査士特別研修の開催日程
（案）及び実施方針（案）について

5　平成27年度全国一斉不動産表示登記無料相
談会の実施について

6　土地家屋調査士の保有する業務情報公開シ
ステムの事業計画について

7　平成27年度事業方針大綱（案）、同事業計画
（案）及び同予算（案）について

平成26年度第6回理事会業務監査

18日
第7回研修部会
＜協議事項＞
1　eラーニングについて
2　研修ライブラリについて
3　特別研修について
4　会員必携について

3月
4日
第3回認証局運営委員会及び第1回電子証明運
営委員会
＜協議事項＞
1　ICカードの在庫の取扱いについて
2　電子証明特別会計予算（案）について
3　土地家屋調査士電子証明書ヘルプデスク終
了後の会員サポートについて

4　FAQの作成について

4日、5日
制度対策本部「政策要望案策定」検討チーム会議
＜協議事項＞
1　社会構造・情勢の変化により土地家屋調査
士が「境界立会代理」を担うことの必要性が
クローズアップしてきている要因について
の整理について

2　「境界立会代理」に関する問題点について
3　これまでの「境界立会」の位置づけについて
4　「境界確認＝所有権界確認」とした場合にお
ける「立会代理」の位置づけについて

5日、6日
第2回全国ブロック協議会長会同
＜協議事項＞
1　新人研修の実施状況について
2　特別研修の実施状況について
3　ブロック協議会内における全国ブロック協
議会長会同に係る対応について

4　空家等対策における市町村等の協議会の有
無と土地家屋調査士の参画状況について

5　土地家屋調査士会の情報公開に関する細則
（モデル）の一部改正等について

6　所有者（管理者）不明土地の対応について
7　空家等対策の推進に関する特別措置法に対
する附帯決議について

8　第72回定時総会提出議案について

9日
平成26年度CPD評価検討委員会
1　土地家屋調査士CPD制度について

10日
第5回編集会議
＜協議事項＞
1　会報の編集及び発行に関する事項について
2　次年度の企画について
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国民年金基金から

国民年金基金から

「老後はバラ色」
群馬会　　小保方　廣幸

今の世の中、年金離れが多いといわれてお
ります。確かに、正社員の従業者が少なく、ア
ルバイト、派遣やパート従業者が多く、賃金も
ままならないような状況から、年金や保険の掛
金を捻出するのは大変な世の中ではあると承
知はしております。だからって、その大きな波
に身を任せていてもいいのでしょうか？老後に
困るのは自分なのです。土地家屋調査士とし
て人生を全うする時、あまりにも寂しいではあ
りませんか？
国民年金基金の掛金は、全額が税控除とな

り優遇されます。この記事に目を通したあなた
に申し上げます。私のようにとは言いませんが
「老後はバラ色」な生活を送るためにも、是非と
も安心安全な「土地家屋調査士国民年金基金」
に加入しましょう。

私が開業したのは、昭和50年3月でした。
土地家屋調査士事務所の補助者を経ての25歳
での開業でありました。その頃は、自分にとっ
てはそこそこの事業収入もあり、「土地家屋調
査士として『死ぬまで現役』で働きづくめとなる
から、年金を掛けても受給される必要がない。」
という風に思い込んでおりましたので、国民年
金も暫らくの間、掛けないでおりました。多分、
7、8年は掛けなかったと思います。しかし、あ
る時に年金の重要さを知ることとなり、国民年
金の払込みをするようになりました。そして間
もない頃（平成3年）、国民年金基金が創設され
たのを機に、平成4年から加入しました。丁度
その頃は、群馬会の前橋支部長を仰せつかっ
ていた頃であり、この制度を推進する立場に
あったことにより、割と早期の加入であったと
記憶しております。
誰でもそうであるように、人間の将来像は描

けますが、描いたとおりには中々ならないのが
現状です。そして、その時点が近くなったり通
過しないと解らないものだと思います。そんな
わけで、私もいよいよ今年の1月から国民年金
基金を受給することとなりましたが、「増口や
女房にも掛けておけば良かった」と、反省やら
悔しい思いをしております。でも、加入してい
ない人から見れば少しは良かったと感じていま
す。どうか読者の皆様、私みたいに後で後悔
が残らないように、もう一度「土地家屋調査士
国民年金基金」のことを考えていただいたらど
うでしょう。
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ネットワーク50

私は地券、古地図、古文書収
集を趣味にしていますが、古いも
のだけが好きなわけではありませ
ん。実は、好奇心が旺盛で、これ
からの測量はどうなるのか？とい
う視点で、最新の測量機器を求め
ています。機械メーカーや測量機
器販売会社の展示会に出たり、大
阪の中小企業、ベンチャー企業の
発表会などを回りました。たどり
着いたのが3Dレーザースキャナー
でした。3Dスキャナーも車載型や
スタンドアローン型、レーザーや
写真撮影方式と選択肢がありまし
たが最終的にトプコン製のGLS－
1500を3年前に導入しました。こ
れまで手探りで色々なものを観測
しました。私のつたない表現力で
すが、どの様なものなのか、皆さ

んにお知らせしたいと思います。

まずこの観測機の説明です。機
械の大きさはトータルステーショ
ンを一回り大きくした感じで、重
さがバッテリーを入れると17 kに
なります。両手で抱えるように持
たないと三脚に据え付け出来ませ
ん。測定距離は最大で150 mです。
測距精度は150 mで4 mm、角度
精度は6秒、スキャンスピードは
30,000点／秒、計測密度1 mm ～
20 m、作動時間は4個の内蔵バッ
テリーで連続使用4時間です。こ
れを使ってどのように三次元計測
をするのかお話しします。

レーザーを目標物に発射し、反
射して戻った点のX，Y，Zの値
を求める。要するにノンプリズム
光波と同じ原理です。違うのは一
秒間に3万点という膨大な量にあ
ります。この結果、目の前にある
景色を、そのまま三次元点群で表
現できるわけです，例えれば新聞
の写真を虫眼鏡で見れば白黒濃淡
のドットで表現されていますよ
ね。あれが立体になると考えてく
ださい。そして、その点群にその
時撮影した内蔵カメラの色が付き
ます。観測時間ですが、対象物ま
での距離、観測の密度、観測範囲

で変わりますが、大体、15 ～ 20
分あれば終わります。ひとつの観
測場所での時間です。観測点数は
数百万点から一千万点ほどになり
ます。がけ崩れの場所であれば一
目で見えれば一観測で終わります
が、建物であれば、数回、場所を
変えて観測が必要です。機械は正
直で、見えるものしかとりません。
見えないものは見える場所に移動
して観測する必要があります。

観測方法ですが、大きく分けて
二つの方法があります。機械点後
視点法とタイポイント法です。詳
しい説明は別の機会にしますが、
最近では機械点後視点法がほとん
どです。要するに多角点測量を事
前に実施して、座標値のある基準
点にレーザー機械を設置し、後視
点にターゲットを設置して観測す
る方法です。こうすればすべての
点群が世界測地系になります。

今までの実証実験ですが、建物
では日吉大社東本営本殿、西教寺
の総門、橋梁では石橋「日吉二宮
橋」。送電鉄塔、国道、県道の交
差点、がけ崩れ現場、踏切、唐崎
の松、華階寺のイチョウ、採石場、
曼陀羅山古墳群、最近は瀬田の唐
橋です。

『会報しが』第79号

滋賀会

「�3Dレーザースキャナー�
（三次元計測機）について」
大津支部　柴﨑　優

ネットワーク 50
滋賀会
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最近の観測は「瀬田の唐橋」と言
いましたが、これは滋賀県建設技
術センターからの協力依頼に基づ
いて行いました。滋賀県下全土木
事務所から選ばれた技術職員20
数名によるCIM推進勉強会がこ
の技術センターで毎月開催されて
います。この勉強会のモデル事業
として瀬田の唐橋が選ばれ、ス
キャニングを実施したというわけ
です。唐橋の設計図に基づき3D
モデルをCGで作成し、実際に現
地で観測した3D成果と重ね合せ
ることで、設計と工事施工後の橋
との差異を探るためです。

まだまだ認知度の低い三次元計
測ですが、近い将来、必ず導入さ
れると思います。皆さんには是非
とも3Dスキャナーの成果を見て
いただきたいと思います。この
様に文章や言葉よりも「百聞は一
見にしかず」です。何の説明もい
りません。見やすいように動画に
しています。地面に三脚をたてて
観測したものですが、ハングライ
ダーに乗って空中から対象物を見
ているように表現出来ます。古墳
であれば地面を這うように石室に
入る表現もできます。　驚きます。
現場の測量成果が二次元であれば
図面の読み方で人の理解度は違い
ます。三次元であれば理解度はほ
ぼ共通です。
そして見た人
はすべてその
情報を共有で
きます。この
ことが3Dス
キャナー成果
の核心部分だ
と思います。

それで三次元観測が終わり、何
ができるのか？です。今までは二
次元の測量成果ですので、言って
みれば点の世界、線の世界で、三
次元は面の世界と言えます。次元
が違いますので、観測した成果を
お客様に示しても、受け入れ態勢
が出来ていません。ですから、今
は二次元に成果を戻して作らざる
を得ません。しかしです、副産物
もあります。今までの測量の常識
では考えられないことが可能にな
ります。例えば、「唐崎の松」です。
御神木で、触ることが出来ません
が、レーザースキャナーであれば
離れた場所から観測できます。そ
して松の木の断面が自由に切れま
すので、枝の長さや樹高も計測で
きます。樹木の断面を正確に表現
するなど考えたこともありません。
今後、天然記念物の樹木の生育や
痛みの計測に威力を発揮するので
はと思っています。

送電鉄塔の観測で面白い事例が
あります。鉄塔が傾斜している、
歪んでいるという事で、工事業者
が鉄塔に登り、水糸を引いて計測

していました。スキャナー観測を
して鉄塔を真上から正射投影（オ
ルソ画像）表現することで、4脚
の鉄骨のどの部分が曲がっている
のか画像で示すことが出来まし
た。また、鉄塔を輪切りにするこ
とによって、どの部分が歪んでい
るのか？これも画像で示すことが
出来ました。点群で形成された成
果ですから、今までの測量の常識
に無い、CTスキャンのような「輪
切り」が出来るのです。

今後の方向ですが、国交省が旗振
りでCIM（Construction	Infomation	
Modeling）推進が始まりました。建
築関係の3次元化（BIM）とともに、
2016年度までの実用化を図るとし
ています。公共土木工事の計画か
ら施工に至る事業に3次元データ
を取り入れて（イ）情報の有効活用
（設計の可視化）（ロ）設計の最適化
（整合性の確保）（ハ）施工の効率化、
高度化（情報化施工）（二）維持管理
の効率化、高度化を図るというも
のです。三次元モデルを用いるこ
とで、関係者間の素早い合意形成
やミスのない設計施工が期待され
ています。
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登録者は次のとおりです。

平成27年2月		2日付	
東京	 7873	堀江　　馨	 東京	 7874	柳瀬　貴史
東京	 7875	貫井　雅夫	 神奈川	2993	岩崎　英介
神奈川	2994	河田　周作	 神奈川	2995	小泉　和俊
神奈川	2996	成岡　　信	 埼玉	 2578	石田　隆史
埼玉	 2579	森田　祐孝	 埼玉	 2580	小町　尚徳
埼玉	 2581	白石　 孝	 千葉	 2155	藤本　隆一
栃木	 916	田代　隼人	 栃木	 917	中村　　満
群馬	 1032	山下　　修	 静岡	 1765	岩田　純也
山梨	 401	小野　俊昭	 新潟	 2200	佐藤　高志
新潟	 2201	池田　　航	 大阪	 3237	 木　敏次
大阪	 3238	金谷　充敏	 大阪	 3239	岡田　直剛
京都	 873	浅見　暢一	 京都	 874	足立　一成
兵庫	 2450	伏屋　晃久	 兵庫	 2451	小松　達也
奈良	 437	石本　典之	 滋賀	 438	駒井　　健
愛知	 2876	菅野　智文	 愛知	 2877	河根　浩康
愛知	 2878	佐藤　文生	 石川	 660	井上　智之
広島	 1862	山本　伸昭	 岡山	 1380	木村　信彦
鳥取	 469	永美　祐輔	 福岡	 2266	山田　節朗
福岡	 2267	佐藤　量栄	 長崎	 786	田口　博之
長崎	 787	酒井　定仁	 大分	 829	小野　浩信
大分	 830	溝口　哲也	 大分	 831	手嶋　章人
宮崎	 793	大野　祐輔	 山形	 1229	菅原美音子
秋田	 1028	相馬　正蔵	 徳島	 498	八木　義仁
徳島	 499	米澤　光洋	 高知	 667	濵口　輝幸
平成27年2月10日付	
東京	 7877	小林　　禎	 神奈川	2998	内本　幸道
神奈川	2999	金子　力也	 新潟	 2202	田澤　　努
三重	 883	河邑　和摩	 岐阜	 1262	森嵜　元康
福岡	 2268	西　　敦史	 福島	 1472	藤田　敏紘
平成27年2月20日付	
東京	 7878	横矢　康平	 東京	 7879	内野　憲成
東京	 7880	橋田　顕彦	 埼玉	 2582	加藤　　真
兵庫	 2453	萬浪　弘三	 徳島	 500	笹山　　聡

土地家屋調査士名簿の登録関係

土地家屋調査士名簿の登録関係

登録取消し者は次のとおりです。

平成26年10月		1日付	 岐阜	 568	野瀬　三郎
平成26年12月10日付	 滋賀	 220	岡村　末継
平成26年12月16日付	 福井	 129	前田　榮藏
平成26年12月19日付	 大阪	 1085	森田　宣重
平成26年12月22日付	 秋田	 895	後藤　英信
平成26年12月26日付	 大分	 745	後藤　正任
平成26年12月29日付	 山形	 1018	山口　賢一
平成27年		1月		1日付	 東京	 6058	新川　由伸
平成27年		1月		8日付	 埼玉	 874	上野　雅敏
平成27年		1月		9日付	 岐阜	 445	大久保　闊
平成27年		1月18日付	
大阪	 536	保坂　　猛	 島根	 412	坂本　　登
平成27年		1月23日付	 神奈川	1933	石川　龍彦
平成27年		1月29日付	 神奈川	2814	宮内　洋行
平成27年		2月		2日付	
東京	 914	小山　　清	 東京	 4464	牧野　忠明
東京	 5158	中島　将行	 山梨	 206	米山　栄一
新潟	 1824	長坂　幸衛	 大阪	 1018	中谷　利夫
平成27年		2月10日付	
東京	 4923	岡部　友義	 東京	 5815	荻原　　勇
神奈川	2095	今枝　睦郎	 埼玉	 1143	藤澤　昭雄
栃木	 397	八重崎元治	 群馬	 568	清水　勝郎
新潟	 1855	前田りえ子	 大阪	 1787	浅野　昭夫
愛知	 2536	天木　正已	 佐賀	 499	中島　重美
鹿児島	 757	泊　　光博	 宮崎	 602	武藤　幸二
沖縄	 265	仲真　良治	 沖縄	 310	比嘉　　靖
函館	 84	鈴木　善彦	 愛媛	 311	村上　昭五
愛媛	 625	長野　　裕	
平成27年		2月20日付	
千葉	 831	飯田　辰雄	 栃木	 36	倉井　徳勇
大阪	 2662	覚野　貴雄	 和歌山	 296	橋爪　紀和
愛知	 2245	𠮷田　和輝 沖縄 382 新垣　正弘

ADR認定土地家屋調査士登録者は
次のとおりです。

平成27年		2月		2日付
静岡	 1738	野上　　創	 京都	 873	浅見　暢一
愛知	 2878	佐藤　文生	 鳥取	 466	中田　洋一
福岡	 2170	小栁　　旭	 徳島	 483	加古　仁志



41土地家屋調査士　2015.4月号　No.699
セコムパスポート	for	G-ID土地家屋調査士電子
証明書について
～よくあるご質問～

Q1 利用申込書は、どこで入手できますか。

A1

連合会ホームページの「土地家屋調査士電子証明書セコムパスポート for G-ID」中、
「 利 用 申 込 書 送 付 」の「 利 用 申 込 書 配 布 希 望 」（https://chosashi.secomtrust.net/
provisionalApplyTochi/ProvisionalApplyInputView.do）からお申込みください。
なお、利用申込書の再送付を希望される場合は、上記ホームページではなく、連合会（電話   
03-3292-0050）までご連絡願います。

Q2 職名、日本名とは何ですか。

A2

職名とは、結婚後に旧姓を使用する等の場合に名簿に登録する土地家屋調査士としての氏名
です。
日本名とは、外国人の方で通称名を使用する場合、名簿に登録する氏名です。
土地家屋調査士名簿に職名・日本名を登録していない場合は、利用申込書の職名又は日本名
欄に何も印字されませんので、空欄のままご返送ください。

Q3 電子証明書の発行に、料金はかかりますか。

A3

電子証明書の発行負担金は、10,000円（税込）です。
ただし、日調連特定認証局が発行したICカードの有効期限の残存期間に応じて、セコムトラ
ストシステムズ株式会社から最初に発行する電子証明書には、割引料金が適用されます。詳し
くは、利用申込書に同封の「発行負担金のお知らせ」をご確認ください。割引料金は、平成28
年3月末日消印有効までの利用申込書に適用されます。

Q4 発行負担金の振込の際、調査士登録番号や氏名を入れ忘れました。

A4
調査士登録番号又は氏名の記載・入力漏れの場合は、連合会までご連絡ください。
また、お手持ちの振替依頼書又は領収書等の控に当該事項を記入し、利用申込書に同封して
ください。

Q5 電子証明書を取得できるまでに、どれくらいかかりますか。

A5
利用申込書及び添付書類が連合会に到着してから電子証明書のダウンロードに必要な書類を
送付するまで、10日～ 2週間程度かかります。
ただし、書類に不備があった場合は、この限りではありません。

～ よくあるご質問 ～

セコムパスポート�for�G-ID土地家屋調査士電子証明書について
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Q6 土地家屋調査士法人の電子証明書を希望します。

A6
法人の電子証明書の発行を希望される場合、登記所が発行する電子証明書になります。制
度や手続の詳細については、法務省のホームページをご確認願います。（http://www.moj.
go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html）

Q7 ダウンロードした電子証明書ファイルはいつから使用できますか。

A7 すぐにお使いいただけます。

Q8 PINコードとは何ですか。

A8

PINコードとは、電子証明書をダウンロードするとき及び電子署名をするときに入力する電
子証明書のパスワードです。本人限定郵便に同封されている「識別番号及びPINコードのお知
らせ」に記載されています。
申請用総合ソフトのアクセスパスワードやAdobe Acrobat及びPDF署名プラグインのパス
ワードも、PINコードのことです。
PINコードを紛失してしまうと、再発行できませんので、電子証明書を取り消して、新たに
取得することとなります。

Q9 どのような場合に電子証明書は取り消されますか。

A9

本人から取消申請書の送付があった場合、又は、認証局が取消事由に該当すると判断した場
合に取り消されます。
なお、取消事由に該当する具体的な事由は、次のとおりです。

（1）期日内に電子証明書のダウンロードが完了していない。
（2）期日内に受領書が連合会まで返送されない。
（3）PINコードを紛失した、又は、電子証明書ファイルを削除した。
（4）土地家屋調査士名簿から登録が取り消された。
（5）所属土地家屋調査士会を退会した。（所属会の変更は、取消の対象にはなりません。）
（6） 婚姻等により、登録していた氏名を変更した。ただし、旧姓を職名登録した場合は、取

消の対象になりません。

Q10 電子証明書のダウンロードに期限はありますか。

A10

電子証明書のダウンロード可能期限は、発行日から30日以内です。
具体的な期限につきましては、受領書に「ダウンロード及び受領書返送期限」が記載されてい
ますので、ご確認ください。

「ダウンロード及び受領書返送期限」までにダウンロードが確認できない場合は、ダウンロー
ドができなくなり、電子証明書が取消の対象となりますので、「識別番号及びPINコードのお
知らせ」を受け取りましたら、必ず速やかに電子証明書をダウンロードしてください。なお、
電子証明書はダウンロード開始から1時間経過するとダウンロードできなくなります。

※ 日調連ホームページ（土地家屋調査士電子証明書セコムパスポート for G-ID）にある「よくあるご質問」も併せてご
覧ください。

　電子証明書の発行や取消に関するQ＆Aを掲載しています。
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セコムパスポート	for	G-ID	土地家屋調査士電子
証明書のダウンロードについて
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2 1でダウンロードした電子証明書ダウ
ンロードツールを使って、電子証明書を
取得してください。

※ 電子証明書のダウンロードには、本人
限定受取郵便に同封の「セコムパスポー
ト for G-ID　土地家屋調査士電子証明
書識別番号及びPINコードのお知らせ」
に記載されている識別番号及びPINコー
ドの入力が必要です。

※ 電子証明書は、ダウンロード開始から
1時間を経過すると再度ダウンロードで
きなくなります。

3 ダウンロードした電子証明書は、すぐにご利用いただけます。
※ PDFへの署名には環境設定が必要となります。詳細は、「登記・供託オンライン申請システム」ホー

ムページに掲載されている「PDF署名プラグイン操作説明書」をご覧ください。

ご注意！
1� 新認証局から本人限定受取郵便を受け取りましたら、必ず速やかに電子証明書をダウ

ンロードしてください。
2� 電子証明書をダウンロードしましたら、電子証明書の記載事項を確認の上、同封の受
領書に実印を押印し、「ダウンロード及び受領書返送期限」までに受領書を日本土地家屋
調査士会連合会までご返送又はご持参ください。
3� 期限までに受領書が連合会に送付されない場合は、電子証明書が取消され、利用でき
なくなる場合がございます。また、ダウンロードを実施せずに「受領書」をご返送いただ
いても、一定期間経過後に電子証明書は削除されますので、ご注意ください。

1 連合会ホームページ「会員の広場」から、ダウンロードツールを取得してく
ださい。（オンライン申請関係（セコムパスポート for G-ID）→1.電子証明書
のダウンロード）

※ ダウンロード方法の詳細を記載したマニュアルもご用意しておりますので、
ご覧ください。

セコムトラストシステムズ株式会社が運営する「セコムパスポート 
for G-ID認証サービス」（以下「新認証局」という。）が発行する電子証明
書は、電子ファイルです。

当該電子ファイルは、専用のダウンロードツールを利用して、お手
持ちのパソコンにダウンロードしていただく必要があります。

以下、ダウンロードの手順の概要について、説明します。

1．識別番号を入力

2．PINコードを入力

3．クリック
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1 コントロールパネルの「プログラムと機能」において、連合会が提供していた次のツール類をアンイ
ンストールする。

（1）ICカードドライバ（日本土地家屋調査士会連合会向けICカードドライバ（Standard-9M）又は
MistyGuardRシリーズ用ICカードドライバ（STD-9用））

（2）電子署名プラグインソフト（SignedPDF）
（3）XML署名ツール（XMLインストーラ）
（4）ICカード検証ツール（ICカード検証ツール Setup）
※　括弧内は、「プログラムと機能」において表示される名称です。
※　当該手順は、（1）～（4）のツール類をインストールしていない、又は、既にアンインストールしている場合にお

いては、必要ありません。

2 「登記・供託オンライン申請システム　登記ねっと・供託ねっと」から、「申請用総合ソフト」をイン
ストールする。（当該ソフトを既にインストールされている場合は、必要ありません。）
※　当該ソフトのご利用に当たっては、ご利用のパソコンに、Microsoft 社の .NET Framework4 又は .NET 

Framework4.5がインストールされている必要があります。
※　詳しくは、「登記・供託オンライン申請システム　登記ねっと・供託ねっと」

（http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/）をご確認ください。

4 図面ファイル（XML、TIFF）に署名をする場合
連合会ホームページ「会員の広場」から、「XML署名ツール」をダウンロードし、解凍する。
地積測量図や建物図面等に電子署名を行う場合に設定してください。

詳細の手順書などにつきましては、連合会ホー
ムページ「会員の広場」の「オンライン申請関係」
に掲載しておりますので、ご参照ください。

添付情報に電子署名をしない場合は、ここで終了です。

3 図面以外の添付情報（PDF）に電子署名する場合
委任状や不動産登記規則第93条不動産調査報告書等に電子署名を行う場合に設定してください。
PDFへの署名は、次の方法で行うことができます。

（1）Adobe Acrobatの署名機能を利用する。
（2） 「登記・供託オンライン申請システム　登記ねっと 供託ねっと」ホームページにおいて公開され

ている「PDF署名プラグイン」を利用する。
※　詳しくは、「登記・供託オンライン申請システム　登記ねっと 供託ねっと」（http://www.touki-kyoutaku-net.

moj.go.jp/index.html）をご確認ください。
※　Adobe Acrobat 8以前のバージョンの署名機能は、セコムが発行する新しい暗号アルゴリズムを用いて作成さ

れた電子証明書には対応していません。
※　Adobe Acrobat 9以前のバージョンは、Adobe社のサポートが終了しており、法務省では利用を推奨していません。
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「人生を豊かにするコミュニケーション」vol.6
今回はコミュニケーションにおいて、「話し方」よりも影
響力が大きい人間関係について教えていただきました。
その前に先ず、コミュニケーションの影響力につい
て、大切な三要素を説明します。それは①話の内容、
②話し方、③話し相手の三つです。影響力を比較する
と、話の内容＜話し方＜話し相手、ということになり
ます。何を話すのかよりも、それをどう話されるのか、
そしてどう話されるのかよりも、誰が話すのかによっ
て影響力が変わるということです。大事なのは、コミュ
ニケーションとは人間関係そのものということです。
さて、人間関係にはどうやら力関係があるようで、
対等（シンメトリー）な人間関係もあれば、どちらかが
強く、どちらかが弱いという対照的な関係が在り得る
ことを理解することが必要です。
交渉事をする場合、自分が不利な位置関係にあると
すれば、どれだけ話し方を変えたところで結果はなか
なか思った方向に進みません。逆に自分が有利な関係
であれば、どう話したとしても望む結果が手に入りや
すいでしょう。この場合の位置関係とは立場や役職の

編 集 後 記
ことのみではなく、実際的な力関係です。どちらが結
果として相手の言うことを聞いているのかを見れば、
ある程度わかると思います。これを見ると、交渉事に
は最低限、自分が不利な人間関係ではないように整え
る必要があることに気付かれることでしょう。
では、自分の意見があまり通らない弱い関係の場合に

どうしたら良いのかというと、心と会話の勢力を増やす
必要があると考えられます。簡単に言えば援軍をつける
ことです。会話の話に援軍というのも場違いと思われそ
うですが、実はそうでもありません。会話も、その内容
がどれくらいの人に支持されているのかで、力関係が生
じるのです。このような場合は、直接的な交渉相手とは
別に、第三者となる相談相手や仲介人、同意してもらえ
る人を増やすことを試みてみましょう。やり方はそれほ
ど難しくなく、自分のことを理解してくれる人を探すか、
理解しようとしている人との会話量を増やすことです。
そうすれば先ず自分の心が少し楽になり、相手にも少し
強く表現することが可能になったりします。人間関係を
会話の味方にすることもできるかもしれませんね。

広報部次長　金子正俊（大阪会）
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